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- 1 ー

中
園
史
に
お
け
る
澗
廟
を
中
心
と
す
る
民
間
信
仰
の
研
究
は
近
年
と
み
に
注
目
を
集
め
つ
つ
あ
る
。
歴
史
皐
的
に
も
っ
と
も
研
究
が
蓄
積
さ

れ
た
の
は
宋
代
の
洞
廟
信
仰
で
あ
る
が
、
そ
の
要
因
と
し
て
、
そ
れ
以
前
に
は
知
り
得
な
か
っ
た
地
域
社
舎
の
貧
情
を
俸
え
る
史
料
の
増
加
、

ま
た
現
代
に
績
く
洞
廟
信
仰
の
多
く
が
宋
代
に
誕
生
し
て
い
る
黙
が
事
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
宋
代
は
一
大
祉
舎
費
革
の
時
代
と
さ
れ
、
祉
曾
史
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的
に
澗
廟
が
注
目
を
集
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
主
に
二
つ
の
覗
貼
が
一
ホ
さ
れ
た
。

一
つ
は
園
家
と
洞
廟
の
関
係
を
い
か
に
捉
え
る
か
。

(

1

)

 

も
う
一
つ
は
地
域
社
舎
に
お
け
る
洞
廟
の
役
割
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
二
黙
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

第
一
の
貼
に
閲
し
て
検
討
の
中
心
と
な
る
の
は
賜
額
・
賜
披
政
策
で
あ
る
。
洞
廟
に
劃
す
る
廟
額
、
封
競
の
下
賜
は
古
く
は
六
朝
期
に
も
見

ら
れ
る
が
、
贋
く
一
般
化
し
た
の
は
宋
代
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
宋
代
以
後
も
歴
代
見
ら
れ
た
政
策
で
あ
り
、
園
家
と
洞
廟
と
の
関
係
上
重
要

(

2

)

 

な
課
題
で
あ
る
。
松
本
浩
一
氏
は
宋
代
の
賜
額
・
賜
競
か
ら
正
胴
と
淫
洞
の
排
別
、
宗
教
統
制
の
面
を
強
調
す
る
の
に
封
し
、
須
江
隆
氏
は
、

紳
宗
期
以
降
の
賜
額
・
賜
競
の
増
加
は
、
宋
朝
の
地
域
社
舎
へ
の
介
入
と
見
る
一
方
で
、
中
央
の
権
威
低
下
に
よ
る
凱
震
で
も
あ
る
と
い
う
見

(

3

)

 

解
を
示
す
。
従
来
こ
の
問
題
は
『
宋
曾
要
輯
稿
』

(
以
下
『
宋
舎
要
』
と
略
務
)
に
残
る
デ
ー
タ
の
統
計
的
慮
理
を
中
心
に
議
論
が
進
め
ら
れ
た

が
、
中
央
と
地
方
と
の
閥
係
を
考
え
る
上
で
、
数
的
問
題
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
背
景
に
あ
る
政
治
朕
況
の
分
析
が
重
要
に
な
ろ
う
。

(

4

)

 

第
二
貼
目
の
地
域
社
舎
と
洞
廟
信
仰
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
祉
」
の
問
題
を
含
め
て
、
一
位
舎
経
済
史
の
方
面
か
ら
様
々
に
議
論
さ
れ
た

が
、
こ
う
し
た
研
究
成
果
と
人
類
事
・
社
合
事
的
調
査
か
ら
洞
廟
と
地
域
社
舎
に
つ
い
て
宗
教
固
と
市
場
圏
と
い
う
二
つ
の
モ
デ
ル
が
想
定
さ

れ
た
。
宗
教
圏
の
概
念
は
一
隅
武
直
氏
が
信
仰
圏
は
村
廟
で
な
く
複
数
村
落
が
祭
柁
に
参
加
す
る
「
土
地
神
」
を
最
小
単
位
と
し
、
同
心
園
的
な

(

5

)

(

6

)
 

信
仰
圏
の
階
層
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
金
井
徳
幸
氏
は
宋
代
の
「
郷
社
」
の
宗
教
圏
を
一
帽
武
設
の
第
二
衣
宗
教
固
に
相
賞
す
る
と
し
た
。

- 2 ー

G
-
w
・
ス
キ
ナ

1
氏
が
中
園
地
域
社
曾
の
市
場
固
と
澗
廟
の
関
係
で
は
、
高
次
の
市
場
圏
の
洞
廟
信
仰
が
下
位
の
市
場
圏
の
澗
廟
を

(
7〉

(

8

)

統
括
す
る
と
論
じ
た
。
さ
ら
に
斯
波
義
信
氏
に
よ
る
宋
代
に
全
国
的
市
場
の
形
成
と
階
層
的
な
市
場
地
の
登
場
と
い
う
見
解
を
承
け
た
田
仲
一

一方、
成
氏
は
、
宋
代
に
登
場
し
た
新
し
い
「
一
位
舎
」
は
多
く
が
小
市
場
地
レ
ベ
ル
以
上
の
と
こ
ろ
で
起
き
て
お
り
、
社
一
神
の
一
商
業
神
化
と
と
も
に
、

(
9
)
 

「
傘
下
諸
廟
聞
の
矛
盾
を
止
揚
し
て
新
し
い
宗
教
的
秩
序
を
形
成
」
し
て
い

っ
た
と
考
え
た
。
ま
た
中
村
治
兵
衛
氏
は
宋
代
に
は
「
叢
問
」
が

(

叩

)

護
生
し
、
時
に
数
十
村
に
及
ぶ
贋
域
の
祭
杷
圏
と
市
場
圏
が
交
錯
し
な
が
ら
成
立
し
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
市
場
圏
と
宗
教
圏
の
関
係
が
中

一
方
で
は
宋
代
に
勃
興
し
た
市
銀
の
問
題
や
、
宋
代
の
市
場
網
形
成
の
議
論
と
も
関
わ
る
こ
と
か
ら
宋
代
の
澗

〈

江

)

廟
の
も
つ
経
済
的
機
能
の
分
析
は
不
可
歓
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
演
島
敦
俊
氏
や
中
村
哲
夫
氏
な
ど
明
清
以
降
の
洞
廟
と
経
済
と
の
密
接
な

聞
社
舎
の
捉
え
方
に
直
結
し
、



(ロ〉

関
係
を
論
ず
る
研
究
と
い
か
に
結
び
つ
く
か
も
念
頭
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
問
題
で
焦
貼
と
な
っ
た
の
は
園
家
と
地
域
社
舎
の
中
聞
に
位
置
し
た
有
力
者
や
地
域
聞
を
移
動
す
る
商
人
の
動
向
で
あ
っ
た
。
金

井
氏
は
主
に
南
宋
期
を
中
心
に
「
土
豪
」
が
原
則
と
し
て
村
落
の
構
成
員
全
員
参
加
の
「
吐
」
を
支
配
し
、
ひ
い
て
は
村
落
を
支
配
す
る
と
し

〈

臼

〉
た
。
須
江
氏
や
松
本
氏
は
地
域
エ
リ
ー
ト
達
が
宋
朝
が
儒
教
理
念
に
よ
る
地
域
社
曾
統
治
を
洞
廟
神
に
よ
っ
て
具
象
化
す
る
一
翼
を
措
い
、
自

(

M

)

 

ら
は
賜
額
・
賜
競
に
よ
っ
て
洞
廟
紳
の
霊
験
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
地
域
社
舎
で
の
ス
テ
イ
タ
ス
を
維
持
し
た
と
す
る
。
南
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

側
面
で
有
力
者
層
の
役
割
に
注
目
し
、
地
域
社
舎
の
一
断
面
を
提
示
し
た
が
、
理
念
的
・
垂
直
的
な
構
造
を
重
視
し
、
洞
廟
信
仰
の
損
大
に
つ

い
て
の
見
解
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
斯
波
氏
や
田
仲
氏
が
一
商
業
化
、
一
商
人
の
活
躍
を
重
視
し
た
流
れ
を
受
け
て
組
合
的
な
考
察
を

行
っ
た

V
・
ハ
ン
セ
ン
氏
の
労
作
も
や
は
り
南
宋
期
に
洞
廟
信
仰
の
襲
化
を
見
出
し
、
賜
額
・
賜
競
の
増
加
と
洞
廟
の
分
布
蹟
大
は
地
方
官
と

(
日
)

地
域
エ
リ
ー
ト
の
癒
着
、
一
商
人
の
活
動
範
圏
擦
大
に
よ
る
と
指
摘
し
た
。
一
脚
の
管
轄
地
域
に
閲
す
る
意
識
の
襲
化
や
水
路
に
、
沿
っ
た
澗
廟
信
仰

- 3一

の
旗
大
な
ど
、
非
常
に
一
示
唆
に
富
む
が
、
政
治
史
的
な
時
代
朕
況
の
覗
貼
を
や
や
依
い
た
感
が
あ
り
、
一
商
業
活
動
と
の
関
連
も
よ
り
綿
密
な
分

(
日
〉

析
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。
ま
た
も
う
一
つ
の
中
開
領
域
と
言
え
る
市
銀
と
澗
廟
の
関
係
も
研
究
は
ま
だ
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
宋
代
の
洞
璃
を
め
ぐ
る
研
究
は
園
家
に
よ
る
洞
廟
の
秩
序
確
立
と
い
う
垂
直
方
向
と
洞
廟
の
信
仰
闘
の
抜
大
と
い
う
水
卒
方
向

の
二
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
に
劃
す
る
考
察
で
あ
っ
た
。
し
か
し
垂
直
方
向
の
議
論
で
は
国
家
の
意
志
に
力
貼
が
置
か
れ
て
、
地
域
社
舎
に
お
け
る

洞
廟
の
貫
肢
を
把
握
し
づ
ら
く
、
一
商
業
と
の
関
係
を
軸
と
す
る
水
卒
方
向
の
議
論
は
非
常
に
説
得
力
を
も
つ
が
、
園
家
と
の
関
係
は
い
さ
さ
か

不
明
瞭
で
あ
る
。
ま
た
園
家
の
覗
黙
で
は
北
宋
期
が
、
地
域
社
舎
か
ら
の
覗
黙
で
は
南
宋
期
が
議
論
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
一
つ
に
地
域
枇

舎
で
の
洞
廟
の
記
録
が
南
宋
期
に
飛
躍
的
に
増
加
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
、
南
宋
期
の
澗
廓
に
劃
す
る
関
心
の
高
ま
り
を
示
す
と
言

え
る
が
、

一
方
で
は
澗
廟
の
問
題
に
お
い
て
園
家
と
地
域
、
北
宋
と
南
宋
を
繋
ぐ
こ
と
は
大
き
な
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

631 

本
稿
で
は
以
上
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
洞
廟
の
問
題
を
園
家
・
地
域
社
舎
の
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
か
ら
詳
し
く
分
析
し
て
い
き
た
い
。
園
家

か
ら
の
覗
黙
で
は
、
宋
代
の
封
澗
廟
政
策
の
展
開
に
つ
い
て
政
治
史
の
文
脈
に
お
け
る
追
跡
を
行
い
、
南
宋
期
に
至
る
流
れ
を
考
察
す
る
。
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方
で
地
域
社
舎
に
お
け
る
洞
廟
に
つ
い
て
史
料
の
増
加
す
る
南
宋
期
に
注
目
し
、
と
く
に
経
済
的
側
面
の
考
察
か
ら
在
地
有
力
者
層
の
活
動
の

繁
化
を
分
析
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
宋
代
世
舎
に
お
い
て
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
宋
代
と
そ
の
後
の
中
園
祉
舎
に
通

底
す
る
も
の
が
存
在
す
る
の
か
に
つ
い
て
も
展
望
を
示
し
て
い
き
た
い
。

第
一
章

北
宋
期
の
割
問
廟
政
策

第
一
節

宋
代
の
洞
廟
秩
序
と
「
杷
典
の
開
放
」

ま
ず
宋
代
の
園
家
と
洞
廟
信
仰
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
諸
問
題
を
検
討
し
よ
う
。
中
華
王
朝
で
は
櫨
に
基
づ
い
た
洞
廟
祭
柁
が
不
可
飲
の
課

題
と
さ
れ
、
と
く
に
王
朝
交
代
の
際
は
「
杷
典
」
の
秩
序
確
立
が
急
務
と
さ
れ
る
。

「
杷
典
」
の
語
義
は
贋
い
が
、
こ
こ
で
の
場
合
は
園
家
が

-4-

行
う
べ
き
祭
把
の
範
圏
を
示
す
も
の
と
し
て
使
用
す
る
。

さ
て
宋
代
の
封
洞
廟
政
策
の
総
括
と
し
て
『
宋
史
』
巻
一

O
五
「
瞳
志
八
」
に
は
、

開
賓
、
皇
枯
よ
り
以
来
、
九
そ
天
下
の
名
の
地
志
に
在
り
、
功
の
生
民
に
及
ぶ
も
の
、
宮
観
陵
廟
、
名
山
大
川
の
能
く
雲
雨
を
興
す
者
、

並
び
に
崇
飾
を
加
え
、
把
典
に
増
入
す
。

と
、
宋
初
の
開
賓
年
間
(
九
六
八
J
七
六
〉
以
来
各
地
の
洞
廟
を
そ
の
霊
験
に
鹿
じ
て
杷
典
に
加
え
る
と
い
う
園
家
の
認
可
・
保
護
が
行
わ
れ
た

こ
と
が
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
る
が
、
中
央
・
地
方
の
官
僚
た
ち
は
把
典
に
準
じ
て
洞
廟
祭
杷
を
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
杷
典
は
洞
廟
政
策
の
根

(
刀
)

幹
で
あ
る
。
宋
代
の
澗
廟
秩
序
及
び
賜
額
・
賜
競
の
経
緯
に
つ
い
て
は
す
で
に
『
宋
舎
要
』
の
記
事
を
中
心
に
追
跡
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ

で
詳
述
す
る
必
要
は
な
い
が

い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
る
。

第
一
に
宋
代
の
胴
廟
秩
序
は
い
か
に
し
て
確
立
さ
れ
た
か
。
建
園
嘗
初
洞
廟
の
秩
序
形
成
は
概
ね
唐
代
の
置
に
倣
っ
て
祭
杷
す
る
よ
う
命
じ

ら
れ
た
。
開
資
元
(
九
六
八
〉
年
、

五
獄
四
漬
以
下
の
祭
杷
の
場
所
が
決
定
さ
れ
(
『
績
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
九
「
関
賓
元
年
九
月
の
篠
」
)
、

ま
た
「
太



租
開
賓
四
(
九
七
一
)
年
二
月
二
十
五
日
、
詔
し
て
前
代
の
澗
字
各
の
崇
修
を
興
す
よ
(
『
宋
曾
要
』

(
路
〉

「
穫
二

O
之
一
」
)
と
あ
る
ほ
か
様
々
な
史
料

か
ら
、
こ
の
時
期
各
地
で
集
中
的
に
歴
代
帝
王
の
廟
な
ど
の
改
修
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

『
宋
史
』
に
い
う
開
質
年
聞
は
こ
れ
ら
に
相

嘗
す
る
が
、

こ
こ
で
は
宋
王
朝
と
し
て
の
杷
典
秩
序
構
築
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
、

(
四
)

は
、
首
初
そ
の
ま
ま
追
認
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
四
川
に
あ
っ
た
李
泳
廟
が
開
賓
七
(
九
七
四
〉
年
に
後
萄
政
権
の
封
競
で
あ
る
庭
聖

(
初
〉

そ
の
傍
ら
に
あ
っ
た
丹
景
山
廟
の
王
慌
が
剥
奪
さ
れ
る
な
ど
、
封
描
加
を
改
め
ら
れ
た
も
の
が
散
見
す
る
。

奮
十
園
か
ら
新
た
に
版
固
に
加
わ
っ
た
地
域
の
洞
廟
神

霊
感
王
が
庚
済
王
に
格
下
げ
さ
れ
、

こ
の
よ
う
に
奮
十
園
時
代
の
封
読
の
改
獲
を
見
て
も
、
こ
の
時
期
宋
濁
自
の
杷
典
秩
序
形
成
の
一
意
思
が
窺
わ
れ
る
。

員
宗
期
に
入
る
と
玉
皇
に
劃
す
る
傘
崇
を
初
め
と
し
て
道
教
保
護
政
策
が
採
ら
れ
た
が
、
と
く
に
大
中
群
符
元
〈
一

O
O八
)
年
に
封
踏
を

(

幻

)

行
っ
て
後
、
同
年
十
月
に
泰
山
に
仁
聖
天
湾
王
、
十
一
月
に
河
漬
に
頴
聖
霊
源
公
の
封
競
が
興
え
ら
れ
、
翌
年
に
は
五
獄
廟
が
そ
れ
ぞ
れ
帝
競

(

包

)

並
び
に
崇
飾
を
加
う
」
と
命
じ
ら
れ
た
。
大

功
の
生
民
に
及
ぶ
者
、

中
群
符
年
聞
に
は
東
獄
以
外
の
水
府
廟
、
仰
山
廟
な
ど
唐
代
以
降
賜
読
さ
れ
て
き
た
洞
廟
や
五
代
期
各
園
の
中
心
的
な
洞
廟
で
あ
っ
た
神
々
に

を
得
、

十
二
月
に
は
「
麿
ゆ
る
天
下
宮
観
陵
廟
、

名
の
地
志
に
在
り
、
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封
競
が
輿
え
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
公
認
さ
れ
て
い
た
桐
廟
は
『
太
卒
嚢
字
記
』
か
ら
大
よ
そ
の
範
圏
が
分
か
る
が
、
尭
・
舜
な
ど
の
聖
人
や
山

川
神
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
宋
以
前
か
ら
受
け
纏
が
れ
た
澗
廟
信
仰
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
宋
代
杷
典
の
中
一
核
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
員

(

幻

)

宗
期
に
は
封
競
上
東
獄
廟
を
中
一
桜
と
す
る
紳
々
の
秩
序
が
確
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
く
に
東
獄
廟
は
、
こ
れ
以
降
全
圏
各
地
に
行
宮
が
造

営
さ
れ
た
。
全
園
一
律
に
最
高
位
の
封
競
を
有
す
る
正
洞
中
の
正
調
で
あ
り
、
必
ず
地
方
官
の
祭
杷
が
行
わ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
東

巌
廟
及
び
行
宮
の
権
威
が
地
域
の
諸
問
廟
に
君
臨
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
開
遣
い
な
い
。

第
二
に
紳
宗
期
の
賜
額
・
賜
披
の
増
加
で
あ
る
が
、
『
宋
舎
要
』
か
ら
賜
額
・
賜
競
の
朕
況
を
見
る
と
そ
の
敷
が
飛
躍
的
に
伸
び
た
こ
と
が

分
か
り
、
照
寧
七
(
一

O
七
四
)
年
を
ひ
と
つ
の
劃
期
と
設
定
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
須
江
氏
は
王
安
石
新
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
詳
し
く
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分
析
し
、
照
寧
七
年
十
一
月
二
十
五
日
の
「
雁
ゆ
る
天
下
の
洞
廟
、
祈
轄
霊
験
な
る
も
未
だ
爵
競
有
ら
ざ
る
者
、
並
び
に
名
を
以
っ
て
聞
せ
し

(

川

品

)

ま
さ
に
議
し
て
特
に
加
躍
す
ベ
し
。
」
と
い
う
詔
が
出
さ
れ
た
政
治
的
賦
況
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
時
期
は
数
年

め
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来
天
候
不
順
が
緩
い
て
お
り
、
一
押
宗
は
頻
繁
に
各
地
の
地
方
官
に
祈
祷
を
命
じ
た
が
功
な
く
、

王
安
石
の
引
責
辞
任
に
至
っ
た
。
そ
の
上
で
十

(

お

)

一
月
の
紳
宗
の
詔
は
反
新
法
系
の
意
見
を
封
殺
す
る
た
め
の
大
々
的
な
政
治
的
儀
式
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
新

蓄
黛
争
と
賜
額
・
賜
披
と
の
闘
係
は
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
詔
の
背
景
に
は
、

一
方
で
巌
格
で
あ
る
べ
き
園
家
の
「
正

紀
」
の
範
圏
が
援
大
す
る
、

い
わ
ば
「
杷
典
の
開
放
」
と
い
う
流
れ
を
捉
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

須
江
氏
の
指
摘
通
り
、

田
川
寧
七
年
の
際
に
神
々
に
求
め
ら
れ
た
の
は
皐
魁
に
あ
た
っ
て
雨
を
降
ら
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
祈
雨
と
の

(

お

)

『
宋
曾
要
』
に
よ
れ
ば
建
園
嘗
初
、
開
封
近
迭
の
洞
廟
寺
観
で
祈
雨
が
行
わ
れ
る
場
所
は
決
め
ら
れ
て
お
り
、
地
域

関
係
は
無
視
で
き
な
い
。

に
よ
っ
て
異
な
る
に
せ
よ
、
祈
る
一
紳
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
範
圏
横
大
が
求
め
ら
れ
る
。
『
宋
曾
要
』

と
こ
ろ
が
皇
祐
二
(
一

O
五
O
)
年
に
皐
魅
で
は
明
ら
か
に

「
瞳
二

O
之
二
」
に
よ
る
と
、

知
制
詰
胡
宿
言
え
ら
く
、
:
:
:
望
む
ら
く
は
天
下
を
し
て
名
山
大
川
の
能
く
雲
雨
を
興
す
者
を
具
し
、
詳
定
し
て
柁
典
に
増
入
し
、
春
秋

九
そ
山
川
の
能
く
雲
雨
を
興
す
も
杷
典
に
載
ら
さ
る
者
、
名
を
以
っ
て
聞
せ
し

に
鵡
杷
せ
し
め
ん
こ
と
を
。

天
下
の
長
吏
に
詔
し
て
、
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む

と
あ
り
、
地
方
官
に
霊
験
あ
る
胴
廟
を
報
告
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
『
宋
史
』
に
言
う
「
皇
枯
」
に
嘗
た
る
で
あ
ろ
う
。

『
宋
曾
要
』

か
ら
見
る
限
り
、
こ
の
時
期
に
賜
額
・
賜
抗
さ
れ
た
洞
廟
は
少
な
い
が
、
こ
の
時
離
で
は
賜
額
・
賜
披
の
規
定
が
明
確
で
な
く
、
必
ず
し
も
澗

廟
の
認
可
数
が
低
調
で
あ
っ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
。
こ
こ
で
の
胡
宿
の
意
見
は
、
洞
廟
を
管
理
・
統
制
す
る
立
場
か
ら
で
は
な
く
災
害
針
策

と
い
う
見
地
か
ら
霊
験
の
あ
る
桐
廟
を
認
定
す
る
目
的
で
提
案
さ
れ
た
と
言
え
る
に
し
て
も
、
霊
験
を
報
告
す
る
地
方
側
に
あ
る
程
度
の
主
瞳

性
が
生
じ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
窺
わ
れ
る
。

こ
の
傾
向
は
紳
宗
期
に
よ
り
明
確
に
な
り
、

照
寧
元
(
一

O
六
八
)
年
正
月
二
十
一
日
の
詔
で
は

祈
雨
に
際
し
て
五
獄
四
演
に
祭
肥
す
る
ほ
か
、

(

幻

)

諸
路
榊
洞
霊
迩
寺
親
、
把
典
に
係
わ
ら
ず
と
離
も
、
新
求
し
て
臆
有
る
者
、
並
び
に
州
牒
に
委
ね
て
潔
斎
致
鵡
せ
し
む
。

と
し
て
明
確
に
従
来
の
肥
典
の
枠
を
越
え
て
祭
記
さ
せ
る
劃
期
的
な
剣
断
が
下
さ
れ
た
。

つ
ま
り
胡
宿
の
上
奏
の
段
階
で
は
「
把
典
に
場
入
」



せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
の
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
従
来
の
把
典
を
一
端
無
視
し
て
、
現
在
の
霊
験
を
重
視
す
る
姿
勢
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
照
寧
七
年
へ
の
伏
線
と
見
れ
ば
、
神
宗
期
の
賜
額
・
賜
続
増
加
は
こ
の
流
れ
を
縫
承
し
た
一
面
も
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
北
宋
前
期
の
園
家
と
洞
廟
を
め
ぐ
っ
て
宋
代
濁
自
の
洞
廟
秩
序
形
成
と
そ
の
後
の
災
害
な
ど
を
契
機
と
し
た
杷
典
の
開
放
と
い
う
流

れ
か
ら
賜
額
・
賜
競
増
加
へ
と
績
く
展
開
を
確
認
し
た
。
賜
額
・
賜
競
の
劃
象
撲
大
と
い
う
要
素
の
追
加
と
、
そ
の
政
治
問
題
化
を
承
け
た
園

家
と
洞
廟
を
め
ぐ
る
朕
況
に
つ
い
て
次
節
で
考
察
し
て
み
よ
う
。

第
二
簡

北
宋
後
期
の
政
治
朕
況
と
洞
廟

『
宋
舎
要
』
の
記
事
か
ら
統
計
的
に
慮
理
す
る
と
賜
額
・
賜
競
の
件
数
は
徽
宗
期
に
入
っ
て
大
幅
に
増
加
し
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て

き
た
。
こ
の
黙
で
須
江
隆
氏
は
、
十
二
世
紀
初
頭
に
確
立
し
た
賜
額
・
賜
競
申
請
の
際
に
お
け
る
州
鯨
レ
ベ
ル
と
轄
運
司
に
よ
る
二
重
審
査
の

瞳
制
が
、
徴
宗
期
以
後
、
宋
朝
の
混
迷
と
擢
威
低
下
を
背
景
に
淫
洞
の
峻
別
と
い
う
目
的
を
果
た
し
得
な
く
な
っ
た
ば
か
り
か
、
皇
帝
の
擢
威

(

お

)

誇
示
の
手
段
と
な
り
、
ま
す
ま
す
凱
瑳
を
招
い
た
と
す
る
。
徽
宗
の
師
位
嘗
初
の
建
中
靖
園
元
(
二

O
一
)
年
の
誰
部
の
上
言
と
し
て
、

諸
州
紳
洞
の
加
封
多
く
篠
令
に
雁
ぜ
ず
。
今
欲
す
ら
く
は
嘗
制
を
参
酌
し
、
諸
そ
紳
澗
の
篇
る
所
累
り
に
霊
躍
有
り
、
功
徳
人
に
及
び
、

宜
し
く
官
爵
封
廟
競
額
(
封
貌
廟
額
?
〉
を
加
う
べ
き
者
は
、
州
事
肢
を
具
し
て
轄
運
司
に
申
し
、
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事
跡
願
著
に
し
て
、

本
司
験
寅
し
、

開
ち
具
し
て
保
奏
せ
し
め
ん
こ
と
を
。

〈
『
宋
曾
要
』
「
躍
二

O
之
七
」
)

と
あ
り
、
封
競
下
賜
に
お
け
る
混
観
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
崇
寧
年
間
以
後
の
賜
額
・
賜
競
件
数
を
見
れ
ば
霊
験
の
審
査
が
徹
底
さ
れ
た

の
か
疑
わ
れ
る
が
、
こ
の
時
期
の
賜
額
・
賜
読
の
増
加
に
は
別
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

先
に
見
た
よ
う
に
新
法
薫
期
に
賜
額
・
賜
競
の
範
囲
が
一
気
に
績
大
さ
れ
た
結
果
、
議
争
期
に
洞
廟
政
策
が
針
立
軸
と
し
て
政
治
問
題
で
あ

り
績
け
た
可
能
性
が
あ
る
。
照
寧
七
年
の
詔
の
経
緯
か
ら
も
賜
額
・
賜
競
が
新
法
集
の
政
策
と
認
識
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
象
徴

的
な
事
件
と
し
て
照
寧
九
(
一

O
七
六
)
年
の
洞
廟
頁
却
事
件
が
あ
る
。
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こ
れ
に
闘
し
て
は
推
進
者
で
あ
る
司
農
寺
と
王
安
石
の
密
接
な
関
係
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か
ら
、
財
政
策
を
優
先
さ
せ
た
嘗
時
の
王
安
石
を
中
心
と
す
る
新
法
業
政
権
の
姿
勢
を
反
映
し
た
典
型
的
な
例
と
し
て
各
種
史
料
に
載
せ
ら
れ

る
。
そ
の
う
ち
躍
天
府
で
は
、
宋
代
の
杷
血
ハ
中
と
く
に
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
関
伯
廟
、
宋
微
子
廟
の
ほ
か
、
首
時
准
南
・
長
江
下
流
域
で
崇
拝

(
m
m
)
 

さ
れ
て
い
た
唐
代
の
忠
臣
張
巡
・
許
遠
廟
も
貰
却
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
に
闘
し
て
は
鷹
天
府
の
情
報
し
か
な
く
、
買
却
さ
れ
た
地
域
や
洞
廟
の

し
か
し
臆
天
府
だ
け
で
も
五
十
ケ
所
以
上
の
廟
が
買
却
さ
れ
た
こ
と
は
、
か
な
り
大
規
模
な
も
の
で
あ
る
。
買
廟

糟
数
は
明
確
に
で
き
な
い
。

の
範
囲
は
、
園
家
の
管
理
下
の
洞
廟
、
正
洞
に
属
す
る
洞
廟
で
あ
る
。
巌
粛
に
維
持
す
べ
き
聖
人
や
忠
臣
の
廟
が
貰
却
封
象
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
政
策
は
坊
場
・
河
渡
銭
と
同
じ
方
式
で
企
固
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
洞
廟
の
経
営
擢
を
興
え
た
と
思
わ
れ
、
開
廟
の
集
客
力
に
目
を
つ

け
た
王
安
石
の
財
政
政
策
の
一
環
で
あ
る
と
と
も
に
杷
典
の
開
放
と
霊
験
の
貫
数
を
重
ん
じ
る
洞
廟
政
策
の
流
れ
が
合
致
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
射
し
張
方
卒
ら
新
法
議
に
批
判
的
な
人
士
が
紳
々
へ
の
冒
漬
で
あ
る
と
非
難
し
、
一
紳
宗
が
撤
回
を
命
じ
た
こ
と
で
決
着
し
た
が
、

(

ぬ

)

こ
れ
が
賜
額
・
賜
競
が
急
増
し
た
直
後
で
あ
り
、
そ
の
政
治
問
題
化
は
決
定
的
で
あ
る
。

ま
た
や
は
り
新
法
禁
政
権
期
の
記
事
と
し
て
『
宋
曾
要
』

「
檀
二

O
之
二
一
」
の
豊
榎
の
意
見
で
は

-8-

(
元
豊
三
年
六
月
十
七
日
)
:
:
:
如
し
園
家
泉
水
の
霊
を
以
っ
て
杷
典
を
興
す
ベ
く
ん
ば
、
宜
し
く
命
官
に
委
ね
施
利
を
主
領
し
、
明
ら

(
紅
)

か
に
簿
暦
に
載
ぜ
、
廟
貌
を
支
修
す
べ
く
、
亦
た
以
っ
て
朝
廷
の
祭
把
駅
紳
の
意
を
一
不
す
べ

し
。

と
し
て
、
澗
廟
を
正
規
の
も
の
と
し
て
興
す
の
で
あ
れ
ば
、
園
家
の
管
理
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
な
か
で
洞
廟
の
「
施
利
」
を
管
理
さ

せ
る
と
い
う
か
ら
財
政
的
側
面
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

太
常
博
士
王
古
の
上
奏
に
基
づ

(
M
M
)
 

き
、
ま
ず
廟
額
を
興
え
、
封
競
も
侯
↓
公
↓
王
へ
と
昇
進
さ
せ
、
各
階
梯
は
二
字
か
ら
始
ま
っ
て
二
字
ず
つ
増
や
す
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
こ

れ
も
言
う
な
れ
ば
霊
験
を
昇
進
制
度
に
結
び
つ
け
た
世
俗
的
な
政
策
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
北
宋
中
期
以
前
に
は
ご
く
限
定
的
に
行
わ
れ
て

ま
た
紳
宗
末
期
の
元
豊
六
(
一

O
八
三
)
年
、

い
た
賜
額
・
賜
抗
が
照
寧
・
元
盟
期
に
度
重
な
る
天
災
な
ど
も
あ
り
、
霊
験
を
贋
く
求
め
る
た
め
に
柁
典
が
開
放
さ
れ
て
い
く
朕
況
が
作
ら

れ
、
廟
額
・
封
暁
の
下
賜
が
地
方
の
一
般
的
な
洞
廟
の
霊
験
に
劃
す
る
褒
賞
の
側
面
を
強
く
し
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
聖
人
や
忠
臣
の
洞
廟
が

利
盆
の
封
象
と
さ
れ
、
一
紳
々
の
問
題
に
世
俗
的
色
彩
が
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
は
反
新
法
の
人
々
に
と
っ
て
恰
好
の
批
判
材
料
と
な
っ
た
に
遣
い



な
い
。
蓄
法
黛
の
人
士
が
賜
額

・
賜
競
を
ど
う
考
え
て
い
た
か
詳
し
く
は
分
か
ら
な
い
が
、
賜
額

・
賜
競
の
撰
大
あ
る
い
は
制
限
の
緩
和
、
ま

た
洞
廟
を
財
政
策
の
道
具
と
す
る
こ
と
が
新
法
黛
の
基
本
方
針
と
い
う
理
解
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
奮
法
黛
政
権
期
に
そ
の
反
動
が
あ
っ
て
も

『
宋
舎
要
』
に
よ
れ
ば
、
元
結
年
聞
の
奮
法
業
政
権
下
で
は
賜
額
・
賜
競
件
数
は
減
少
す
る
が
、
新
法
・
奮
法
議
の
政
擢

お
か
し
く
は
な
い
。

措
嘗
時
期
と
賜
額

・
賜
競
の
増
減
が
符
合
す
る
の
も
単
な
る
偶
然
と
も
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
後
紹
聖
年
聞
の
新
法
窯
の
復
権
を
機
に
再
び
賜
額
・
賜
競
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
が
本
格
化
し
た
の
は
や
は
り

徽
宗
聞
位
の
後
で
あ
る
。
徴
宗
が
明
確
に
賜
額

・
賜
競
の
績
大
を
表
明
し
た
記
事
は
『
宋
曾
要
』
の
ほ
か
、
地
方
志
や
石
刻
史
料
に
は
崇
寧
二

(

お

)

〈
二

O
三
)
年
に
霊
験
あ
る
洞
廟
を
報
告
す
る
よ
う
命
じ
た
記
事
が
あ
る
。
『
宋
舎
要
』
の
敷
字
も
崇
寧
二
年
に
急
激
に
増
加
し
て
お
り
、
元

枯
窯
人
の
弾
匪
が
行
わ
れ
た
の
と
時
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
新
奮
雨
黛
の
政
権
交
代
が
徽
宗
期
の
賜
額
・
賜
競
数
急
増
の
一
つ
の
背
景
で
あ
る

の
は
間
違
い
な
い
。

ま
た
徽
宗
期
の
賜
額
・
賜
競
を
詳
し
く
見
れ
ば
歴
代
で
も
特
徴
的
で
あ
り
、

要
』
に
よ
れ
ば
、
賜
額

・
賜
競
の
増
加
が
始
ま

っ
た
崇
寧
二
年
以
後
、

全
般
的
に
賜
額
が
賜
競
よ
り
優
勢
と
な
っ
て
い
る
。

『
宋
舎

- 9一

崇
寧
二
年

賜
額

四
人

賜
競

四

年

五
六

二
七

四
年

」ーノ、

一一一

と
な
り
、
政
和
年
閉
ま
で
十
数
年
に
わ
た
っ
て
ほ
ぼ
こ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
徽
宗
期
の
道
教
保
護
・
併
敬
抑
制
に
象
徴
さ

れ
る
宗
教
へ
の
積
極
的
介
入
と
の
闘
係
が
考
え
ら
れ
る
。
徽
宗
期
の
圏
家
祭
杷
は
一
見
無
駄
と
も
見
え
る
瞳
の
具
象
化
に
代
表
さ
れ
、
徽
宗
の

王
権
正
嘗
化
に
劃
す
る
積
極
姿
勢
の
現
れ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
徽
宗
が
神
々
の
世
界
に
も
支
配
力
を
及
ぼ
し
た
い
考
え
が
あ
っ
た
と
す
る

(

斜

)

見
解
も
あ
り
、
徽
宗
期
の
賜
額
・
賜
披
の
増
加
を
擢
力
衰
退
を
示
す
指
標
と
し
て
で
は
な
く
、
徽
宗
の
宗
教
政
策
全
般
に
通
ず
る
積
極
主
義
の

建
中
靖
園
元
(
二

O
一
)
年
の
詔
に
お
い
て
も
、

637 

「
道
理
の
霊
麿
有
り
て
競
を
加
え
る
者
、
此
に
准

顛
現
と
見
れ
ば
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
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こ
れ
は
洞
廟
に
劃
す
る
政
策
が
宗

(

お

)

数
界
全
醸
の
政
策
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
徽
宗
は
道
教
を
中
心
に
宗
教
界
全
盟
に
君
臨
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
さ
れ
、
政
和
七

の
一
簡
が
あ
り

洞
廟
と
同
じ
賜
抗
手
績
き
を
道
観
や
寺
院
に
も
採
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。

(
一
二
七
)
年
に
既
存
の
道
教
諸
汲
を
整
理
し
て
、

徽
宗
自
身
が
教
主
と
な
り
、

さ
ら
に
開
封
に
は
上
清
賓
篠
宮
、

全
圏
に
紳
替
玉
清
前
向
誇

宮
が
設
置
さ
れ
て
、
道
教
が
園
家
的
宗
教
と
し
て
確
立
さ
れ
た
。
徽
宗
は
ま
た
、
道
教
保
護

・
俳
数
抑
制
策
の
一
環
と
し
て
僧
侶
を
徳
士
、
寺

(
幻
)

院
を
宮
観
と
道
数
風
に
改
め
た
が
、
嗣
廟
に
つ
い
て
も
封
披
を
神
仙
風
に
改
め
た
例
が
存
在
し
、
影
響
外
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

徽
宗
は
寺
観
の
賜
額
に
つ
い
て
も
崇
寧
年
聞
に
全
園
に
崇
寧
寺
観
を
置
い
て
い
る
が
、
寺
観
の
場
合
は
統
制
的
な
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
こ
と

は
間
違
い
な
く
、
洞
廟
に
封
し
て
賜
額
を
優
先
し
た
の
は
、
先
の
王
古
の
上
奏
も
あ
る
が
、
他
の
宗
教
政
策
と
の
関
係
か
ら
洞
廟
の
賜
額
は
多

分
に
統
制
色
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
北
宋
後
期
に
お
け
る
闘
家
の
桐
廟
に
射
す
る
姿
勢
は
一
貫
し
た
政
策
と
い
う
よ
り
は
政
治
史
の
流
れ
に
大
き
く
影
響
を
受
け
、

-10 -

賜
額
・
賜
競
の
数
の
箆
動
を
見
て
も
、
洞
廟
が
す
で
に
地
方
レ
ベ
ル
も
含
め
て
政
擢
に
左
右
さ
れ
る
側
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で

あ
る
。

第
三
節

賜
額
・
賜
挽
と
正
澗

・
淫
洞
問
題

中
央
の
政
権
の
意
思
で
増
減
を
繰
り
返
し
た
賜
額
・
賜
競
で
あ
る
が
、
直
接
的
に
は
正
洞

・
淫
洞
の
問
題
と
し
て
祉
舎
問
題
と
な
る
の
で
あ

宋
代
の
史
料
上
で
地
方
官
に
よ
る
淫
洞
の
破
壊
は
枚
翠
に
暇
が
な
い
が
、

(

お

)

信
仰
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、

る。

宋
代
に
淫
洞
と
し
て
破
鼓
さ
れ
た
の
は
主
に
師
亙
(
亙
祝
)
の

一
方
で
は
賜
額
・
賜
披
と
い
う
統
一
的
基
準
の
登
場
で
、

正
洞

・
淫
洞
の
匿
分
は
別
段
難
題
で
な
い
と
も
映
る
。
し

か
し
質
際
は
様
々
な
史
料
か
ら
見
て
も
洞
廟
の
扱
い
は
一
律
で
あ
っ
た
と
レ
う
よ
り
地
方
官
個
人
の
剣
断
に
任
さ
れ
て
レ
た
印
象
が
強
い
。
彼

(

犯

)

ら
は
杷
典
外
の
桐
廟
の
破
致
は
も
ち
ろ
ん
、
反
射
に
正
洞
に
格
上
げ
す
る
権
限
も
あ
る
程
度
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
賜
額

・

賜
披
の
正
洞

・
涯
洞
問
題
に
お
け
る
有
数
性
を
含
め
、

そ
の
関
係
を
考
察
し
て
み
る
。



大
観
三
(
二

O
九
〉
年
と
政
和
元
三
二
一
)
年
、

'と

徽
宗
は
首
都
開
封
に
お
い
て
大
規
模
な
淫
洞
破
鼓
を
行
っ
た
。

『
宋
舎
要
』
に
よ
る

(
大
観
三
年
〉
八
月
二
十
六
日
、
詔
す
ら
く
、
在
京
の
淫
問
、
記
典
に
在
ら
ざ
る
者
、
其
の
鬼
神
に
侵
託
し
、
妖
言
を
以
て
衆
を
惑
わ
す

の
人
、
開
封
府
を
し
て
迩
捕
科
罪
し
て
郷
州
に
編
管
せ
し
む
。
情
重
き
者
は
奏
裁
す
。

(『{木曾要」

「
刑
法
二
之
四
九
」
)

政
和
元
年
正
月
九
日
、
開
封
府
に
詔
す
ら
く
、
神
澗

一
千
三
十
八
匿
を
鼓
ち
、
其
の
像
を
遷
し
て
寺
観
及
び
本
廟
に
入
れ
、
員
武
像
の
如

き
は
醒
泉
下
観
に
護
し
、
土
地
像
は
城
陸
廟
の
類
に
蓮
し
、
五
通
、
石
持
軍
、
担
己
三
廟
は
淫
洞
を
以
っ
て
慶
す
。
ハ
『宋
曾
要
』
「
隆
二
O

之
一
四
L
)

と
あ
る
。
こ
の
、
淫
澗
弾
匪
の
動
き
は
徽
宗
期
の
賜
額
・
賜
競
数
の
増
加
と
と
も
に
宋
朝
が
賜
額

・
賜
競
に
よ
っ
て
正
洞
の
保
護

・
淫
洞
の
弾
匪

を
明
確
に
し
た
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
二
つ
の
史
料
か
ら
見
る
限
り
は
何
の
問
題
も
な
い
が
、
前
後
の
朕
況
を
詳
し
く
見
て
み
る
と
事
情

は
複
雑
な
の
で
あ
る
。

- 11ー

も
と
も
と
宋
代
の
賜
額
・
賜
競
政
策
は
寺
院
や
僧
侶
に
劃
す
る
も
の
が
先
行
し
て
い
た
。
寺
院
賜
額
の
場
合
、
も
つ
ば
ら
規
模
が
問
題
に
さ

れ
、
霊
験
の
有
無
と
は
直
接
関
係
な
か
っ
た
。
ま
た
賜
額
な
し
に
公
認
さ
れ
な
い
た
め
、
寺
院
の
賜
額
は
明
ら
か
に
統
制
的
な
意
味
を
持
っ
て

い
る
。
洞
廟
の
場
合
、
先
の
王
古
の
上
奏
で
、
ま
ず
廟
額
が
興
え
ら
れ
、
そ
の
後
封
競
が
輿
え
ら
れ
る
順
番
が
決
定
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
澗
廟

の
賜
額
は
園
家
か
ら
の
公
認
、
賜
競
は
登
録
後
の
洞
廟
の
霊
験
に
封
す
る
報
償
と
い
う
性
格
を
付
興
す
る
意
圃
が
見
え
る
。
つ
ま
り
賜
額

・
賜

競
が
園
家
か
ら
の
認
可

・
保
護
、
統
制
の
象
徴
で
あ
り
、
同
時
に
「
杷
典
に
載
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
な
ら
ば
賜
額

・
賜
読
さ
れ
な
い
洞
廟
は

非
公
認
で
杷
典
に
裁
ら
な
い
も
の
と
な
る
。
し
か
し
史
料
上
、
少
な
く
と
も
北
宋
末
ま
で
は

「紀
典
に
載
る
」
こ
と
は
必
ず
し
も
賜
額
・
賜
競

(

川

叫

)

を
前
提
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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を
作
成
さ
せ
、

そ
こ
で
改
め
て
「
把
典
」
の
存
在
形
態
を
考
え
て
み
る
と
、
紹
聖
二

(
一
O
九
五
)
年
、

(
H
U

)

 

「
某
州
紀
血
ハ」
と
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
も
と
も
と
各
地
方
ご
と
に
把
奥
が
存
在
し
、
加
え
て
把
典
が
必
ず
し
も
中
央
の
巌

州

・
軍
ご
と
に
紳
の
霊
験
や
経
歴
を
記
し
た
-
柁
典
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密
な
管
理
下
に
な
か

っ
た
こ
と
が
分
か
り
、
徽
宗
期
の
大
観
二
(
一
一

O
八
)
年
に
は
「
宮
親
・
寺
院
・
紳
洞
・
廟
宇
」
に
つ
い
て
統
一
的
な
簿

(

位

)

籍
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
政
和
元
(
一
二

一
)
年
七
月
の
秘
書
監
何
志
向
の
言
に
よ
れ
ば
、

詳
定
す
る
に
、

九
域
固
志
内
、

洞
廟
の

一
門
は
逐
州
の
供
具
到
る
に
擦
り
、
多
く
は
流
俗
一
時
の
建
置
に
出
で
、

初
め
よ
り
民
に
功
烈
有

る
者
に
非
ざ
る
な
り
。
開
封
府
扶
海
豚
秋
胡
廟
、
封
丘
豚
百
里
使
君
、
程
隠
君
廟
の
類
の
如
き
は
、
逐
豚
皆
杷
典
に
在
る
と
稿
す
も
、
太

常
寺
に
移
問
す
る
に
及
び
、
並
び
に
典
籍
の
考
す
べ
き
無
し
。

:
:
:
ま
た
言
え
ら
く
、
諸
州
の
岡
廟
多
く
封
筒
の
未
だ
正
し
か
ら
ざ
る
の

海
州
に
在
る
者
は
忠
潔
侯
に
封
ぜ
ら
る
。

屈
原
廟
の
如
き
は

開
州
に
在
る
者
は
清
烈
公
に
封
ぜ
ら
れ
、

及
び
永
康
軍
李
泳

虚
有
り
。

廟

己
に
庚
済
王
に
封
ぜ
ら
れ
る
に
、

近
ご
ろ
乃
ち
霊
膳
公
に
封
ぜ
ら
る
。

此
の
如
き
の
類
、

皆
未
だ
杷
典
の
該
載
有
ら
ざ
る
に
縁
り

て
、
前
後
の
封
筒
は
反
っ
て
差
課
す
る
を
致
す
。

(
『
{
木
曾
要
』

「
膿
二
O
之
九
」
)

- 12ー

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
洞
廟
に
つ
い
て
は
全
く
地
方
の
申
請
に
基
づ
い
て
お
り
、
十
分
に
霊
験
を
審
査
し
た
上
で
資
格
の
あ
る
洞
廟
の
み
登
録

さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
、
民
聞
か
ら
興
っ
た
桐
廟
が
燃
の
杷
典
に
載
せ
ら
れ
、
中
央
の
太
常
寺
が
問
い
た
だ
せ
ば
正
嘗
な
典
擦
の
な
い
有
様
で

あ
る
。
さ
ら
に
屈
原
廟
や
李
泳
廟
な
ど
は
同
じ
洞
廟
神
が
所
在
地
ご
と
に
異
な
る
封
競
を
得
て
お
り
、
こ
う
し
た
混
飢
は
、
把
典
の
記
載
な
し

に
封
披
を
震
し
た
た
め
と
す
る
。
こ
の
な
か
で
「
九
域
圃
志
」
の
語
が
注
目
さ
れ
る
。
冒
頭
に
掲
げ
た
『
宋
史
』
の
記
述
で
も
「
名
、
地
志
に

在
り
」
と
い
う
よ
う
に
嘗
時
は
闘
志

・
国
経
の
類
に
記
載
が
あ
る
こ
と
は
洞
廟
の
正
統
性
の
根
擦
と
な
っ

て
お
り
、

(

日

目

)

表
現
は
地
方
に
お
け
る
洞
廟
の
公
認
に
等
し
い
意
味
を
有
し
た
。
し
か
も
北
宋
末
嘗
時
、
各
地
で
闘
志
・
園
経
編
纂
の
気
運
が
高
ま
っ
て

い

(

必

)
た
。
こ
う
し
た
園
士
山
作
成
の
過
程
で
各
地
で
そ
れ
ぞ
れ
洞
廟
の
杷
典
へ
の
登
録

・
封
競
の
申
請
を
行
な
い
、
結
果
と
し
て
統
一
的
な
管
理
が
で

「
園
経
に
載
る
」
な
ど
の

き
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

ま
し
て
屈
原
や
李
泳
な
ど
は
非
常
に
来
歴
の
古
い
洞
廟
信
仰
で
あ
り
、

事
買
上
の
正
洞
と
い
え
る
存
在
で
あ
っ

た
。
そ
の
結
果
宋
朝
が
直
接
認
定
し
た
も
の
と
の
二
重
構
造
、

お
そ
ら
く
は
園
家
レ
ベ
ル
の
認
定
と
地
方
レ
ベ
ル
の
認
定
が
で
き
、
園
家
レ

ベ

ル
の
も
の
が
賜
額

・
賜
披
の
劉
象
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
是
正
す
る
た
め
廟
額
と
封
競
を
中
央
で
一
括
管
理
し
、
杷
典
の
一
本
化
の



方
向
へ
進
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
徽
宗
期
に
至
っ
て
よ
う
や
く
賜
額
H
洞
廟
の
園
家
公
認
と
「
把
典
に
載
る
」
こ
と
が
明
確
に
一
致
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
は
徽
宗
期
の
宗
教
統
制
の
流
れ
に
沿
っ
て
賜
額
歎
増
加
を
促
し
た
と
み
ら
れ
る
。

洞
廟
に
劃
す
る
賜
額
・
賜
披
が
例
外
的
で
あ
っ
た
時
期
に

は
、
ご
く
少
数
の
有
力
な
洞
廟
の
ほ
か
は
廟
額
も
封
競
も
な
い
澗
廟
が
大
多
数
で
あ
っ
た
。
元
豊
三
年
の
豊
穣
の
上
奏
で
は
「
無
許
可
で
洞
廟

で
は
淫
洞
と
賜
額
・
賜
披
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

を
建
設
す
る
こ
と
」
、

「
霊
威
を
稽
し
て
不
穏
な
動
き
を
す
る
こ
と
」
が
問
題
と
さ
れ
、

大
観
三
年
の
詔
も
同
様
の
趣
旨
で
あ
る
。

こ
れ
ら
か

ら
は
賜
額
・
賜
競
と
淫
洞
と
の
明
確
な
関
連
は
示
さ
れ
な
い
。
と
く
に
政
和
元
年
に
開
封
で
破
鼓
さ
れ
た
淫
洞
の
う
ち
五
通
紳
は
嘗
時
有
力
な

洞
廟
で
あ
る
。
宋
代
の
五
遁
一
刊
は
悪
魔
的
性
格
や
、
秘
教
的
な
祭
柁
か
ら
も
一
般
に
淫
澗
と
考
え
ら
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
し
か
し
五
逼

(

必

)

紳
は
こ
の
二
年
前
の
大
観
三
年
に
本
廟
の
養
源
で
は
賜
額
さ
れ
て
お
り
、
開
封
で
破
鼓
さ
れ
る
こ
と
は
政
策
的
に
矛
盾
し
て
映
る
。
嘗
時
の
思

想
と
し
て
洞
廟
紳
は
出
身
地
か
、
廟
食
す
べ
き
理
由
の
あ
る
土
地
以
外
は
力
が
及
ば
な
い
と
す
る
考
え
が
あ
り
、
開
封
の
五
通
紳
が
慶
さ
れ
た

(

日

明

)

の
も
そ
の
観
貼
か
ら
で
あ
る
と
す
る
意
見
や
、
養
源
と
開
封
で
は
信
仰
内
容
が
遣
っ
た
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
廟
額
の
有
無

は
淫
澗
断
定
に
直
接
関
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

-13ー

そ
し
て
開
封
で
淫
洞
大
弾
座
が
行
わ
れ
た
直
後
の
三
月
、
徽
宗
の
詔
が
あ
り
、
淫
洞
が
定
義
さ
れ
た
。

太
常
寺
躍
部
に
詔
し
て
、
遍
く
取
索
を
行
い
て
杷
典
を
纂
類
せ
し
む
。
己
に
賜
額
さ
れ
た
る
井
び
に
曾
て
封
競
さ
れ
る
者
を
も
っ
て
一
等

と
な
し
、
功
烈
顛
著
な
る
も
見
に
封
額
無
き
者
を
一
等
と
な
し
、
民
俗
の
建
て
る
所
に
し
て
別
に
功
徳
物
に
及
ぶ
無
く
、
法
に
在
り
で
は

所
調
淫
洞
な
る
者
を
一
等
と
な
し
、

(
『
宋
曾
要
』
「
直
二

O
之
九
」
)

こ
こ
で
は
洞
廟
を
三
つ
に
分
類
し
、
①
す
で
に
廟
額
・
封
競
を
得
て
い
る
も
の
、
②
霊
験
を
額
し
て
い
る
が
、
廟
額
・
封
読
を
得
て
い
な
い
も

の
、
③
民
聞
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
、
霊
験
を
顕
し
て
い
な
い
も
の
、
つ
ま
り
淫
洞
、
と
す
る
。
こ
こ
か
ら
正
調
・
淫
洞
を
峻
別
す
る
も
の
と
考

(

U

)

 

え
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
贋
範
な
中
間
屠
の
存
在
を
看
取
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
こ
の
分
類
か
ら
紀
典
外
の
澗
廟
を
徹
底
し
て
弾
座
す
る
必
然
性
は

感
じ
取
れ
な
い
。
淫
洞
に
分
類
さ
れ
て
も
、
霊
験
を
護
揮
す
れ
ば
杷
典
に
載
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
松
本
氏
は
天
災
や
戦
観
か
ら
民

641 
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衆
を
救
う
と
い
う
霊
験
を
護
揮
し
た
結
果
正
洞
と
認
め
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
が
「
園
家
祭
杷
の
秩
序
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
組
み
入
れ

(
必
)

ら
れ
る
べ
き
神
々
の
役
割
」
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
賜
額

・
賜
続
に
よ
る
正
洞
・

淫
澗
の
境
界
線
は
霊
験
の
震
揮
に
よ
っ
て
比
較
的

容
易
に
越
え
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
政
和
元
年
の
淫
洞
大
弾
匪
の
三
年
後
、
政
和
四
年
に
も
霊
験
を
騎
る
亙
の
取
り
諦
ま
り
が
命

ぜ
ら
れ
る
。

つ
ま
り
淫
洞
弾
匿
の
全
瞳
像
を
見
れ
ば
宋
朝
の
洞
廟
政
策
も
杷
典
外
の
洞
廟
を
淫
澗
と
し
て
厳
し
く
庭
断
す
る
の
で
は
な
く
、
洞

廟
祭
犯
が
殺
人
祭
鬼
な
ど
の
よ
う
に
枇
曾
不
安
を
も
た
ら
す
事
態
に
至
っ
た
場
合
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
賜
額

・
賜
競
の
確
立
期
に
お
い
て
賜
額

・
賜
競
は
正
問
・
涯
洞
の
排
別
手
段
と
し
て
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
よ

り
は
、
民
間
の
意
向
に
沿
っ
た
も
の
と
な
り
つ

つ
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
洞
廟
を
正
洞
に
す
る
主
盟
が
地
方
に
移
行
し
、
園
家

が
主
瞳
で
あ
っ
た
は
ず
の
賜
額

・
賜
読
も
事
寅
上
の
正
澗
を
追
認
す
る
も
の
へ
と
襲
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
章

南
宋
初
期
の
劃
洞
廟
政
策

- 14ー

第

一
節

高
宗
の
逃
避
行
と
賜
額

・
賜
競

前
章
で
は
北
宋
期
の
洞
廟
秩
序
と
賜
額
・
賜
競
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
徽
宗
期
に
宋
代
の
劃
澗
廟
政
策
が
ひ
と
ま
ず
確
立
し
た
直
後
に
高
宗

期
の
政
治
的
混
凱
が
訪
れ
た
形
と
な

っ
た
。

『
宋
舎
要
』
に
よ
れ
ば
南
宋
初
期
の
高
宗
期
は
年
卒
均
で
見
て
も
徽
宗
期
に
次
ぐ
賜
額
・
賜
競
件

数
と
な
り
、
歴
代
を
逼
じ
て
も
多
い
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
も
宋
代
以
来
の
地
方
志
が
残
存
す
る
漸
江
・
江
蘇
・
一
幅
建
の
地
方
志
に
限
つ

て
調
査
す
れ
ば
高
宗
期
が
も
っ
と
も
多
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
だ
が
、
従
来
高
宗
期
の
賜
額
・

賜
競
の
多
さ
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
こ
と
は

少
な
か
っ
た
。
ま
た
政
治
的
混
迷
と
園
家
祭
杷
の
盟
系

・
秩
序
の
混
観
に
原
因
を
求
め
、
南
宋
政
府
は
地
域
の
洞
廟
に
無
関
心
で
あ
っ
た
と
し

(ω
〉

て
、
封
金
政
策
に
比
べ
重
要
度
は
低
か
っ
た
と
い
う
評
債
も
あ
る
が
、

紹
興
三
(
一
二
三
三
年
三
月
十
二
日
、

「
躍
二

O
之
四
|
五
」
に
見
え
る
、

紹
興
府
乞
う
ら
く
は
度
牒
を
降
し
曹
蛾
鎖
霊
孝
昭
順
夫
人
廟
を
修
せ
ん
こ
と
を
。

『
宋
舎
要
』

上
回
く

神



洞
を
管
む
は
、
今
の
急
ぐ
所
に
非
ず
。
然
れ
ど
も
一
方
の
民
情
の
前
期
摘
す
る
所
、
ま
さ
に
姑
ら
く
は
こ
れ
に
従
う
べ
し
。

と
い
う
記
事
か
ら
は
、
む
し
ろ
洞
廟
に
糾
問
す
る
地
域
社
舎
の
要
望
に
無
理
に
も
雇
え
ね
ば
な
ら
な
い
賦
況
を
窺
い
得
る
。
こ
の
例
に
限
ら
ず
地

方
志
か
ら
見
る
と
高
宗
初
期
に
各
地
で
頻
繁
に
澗
廟
改
修
が
な
さ
れ
て
お
り
、
高
宗
初
期
の
不
安
定
な
政
局
を
考
え
れ
ば
、
洞
廟
に
謝
す
る
慮

置
は
政
治
的
な
配
慮
を
伴
う
こ
と
は
十
分
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
意
味
づ
け
も
注
意
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
高
宗
期
の
洞
廟
を
巡
る
賦

況
の
襲
化
は
宋
代
の
洞
廟
問
題
全
瞳
の
中
で
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
本
章
で
は
高
宗
期
の
澗
廟
信
仰
の
展

開
を
詳
し
く
検
討
し
て
み
た
い
。

高
宗
期
に
は
漸
江
・
江
蘇
・
一
踊
建
に
お
け
る
賜
額
・
賜
競
の
多
さ
が
目
立
つ
が
、
宋
元
の
地
方
志
に
限
っ
て
み
て
も
、
高
宗
初
期
の
賜
額
・

賜
競
が
目
立
ち
、
と
く
に
建
炎
四
(
二
三

O
)
年
の
賜
額
・
賜
競
は
三
二
件
を
数
え
る
。
こ
れ
は
『
宋
曾
要
』
に
お
け
る
徽
宗
期
の
最
高
値
、

崇
寧
四
(
二

O
五
)
年
の
九
五
件
の
三
分
の
一
で
あ
る
が
、
限
定
さ
れ
た
地
域
で
あ
り
、
し
か
も
崇
寧
年
間
と
建
炎
年
聞
の
情
勢
を
比
較
す

(

印

)

れ
ば
、
か
な
り
の
高
水
準
で
あ
る
こ
と
が
分
か
ろ
う
。
高
宗
は
建
炎
年
聞
に
目
ま
ぐ
る
し
く
移
動
し
た
の
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
建
炎
三
J
四

年
に
か
け
て
は
顛
著
で
、

建
炎
三
三
二
一
九
)
年

643 

建
炎
四
(
二
三
O
)
年

- 15ー

二
月

揚
州
↓
瓜
洲
歩
↓
鎖
江
↓
卒
、
江
(
蘇
州
)
↓
崇
徳
↓
杭
州

杭
州
出
護

常
州
↓
鎮
江
↓
建
康

建
康
出
護

四
月

五
月

/¥ 
月

九
月

卒
江

十
月

杭
州
↓
越
州
〈
紹
興
)

十
二
月

明
州
(
定
海
豚
↓
畠
園
豚
)
↓

正
月

↓
海
上
避
難
↓
台
州
↓
温
州
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月

温
州
出
護

四
月

紹
興

と
情
勢
の
緊
迫
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
金
軍
の
激
し
い
攻
勢
、
各
地
の
反
凱
や
盗
賊
な
ど
の
治
安
悪
化
に
よ
る
が
、
高
宗
の
周
遊
も
必
ず
し

も
一
枚
岩
で
は
な
く
、
建
炎
三
年
三
月
に
は
高
宗
は
杭
州
滞
在
中
に
軍
内
部
の
紛
争
が
親
衛
軍
の

ク
ー
デ
タ
に
護
展
、
高
宗
自
身
が
拘
禁
さ
れ

一
時
退
位
す
る
事
態
も
起
き
た
。
建
炎
年
間
、
高
宗
の
求
心
力
は
極
め
て
低
迷
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
巌
し
い
政
治
朕
況
の
な
か
で
澗
廟
政
策

が
採
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
洞
廟
に
射
す
る
施
策
は
こ
の
時
期
重
要
な
政
治
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

建
炎
三
年
の
後
半
か
ら
四
年
の
前
半
に
か
け
て
の
金
軍
の
大
攻
勢
で
、
高
宗
は
南
の
温
州
や
台
州
、
さ
ら
に
明
州
に
避
難
し
た
わ
け
だ
が
、

そ
の
時
以
下
の
詔
が
出
さ
れ
た
。

(
建
炎
四
年
〉
四
月
九
日
、
詔
す
ら
く
、

明
三
州
海
道
を
経
由
す
る
に
、
麿
ゆ
る
紳
洞
廟
字
、

は
、
太
常
寺
を
し
て
加
封
せ
し
め
、
封
披
有
る
も
廟
額
無
き
去
慮
賜
額
を
興
え
、
其
れ
未
だ
廟
額
封
競
有
ら
ざ
る
は
、
所
在
の
官
司
を
し

(

民

〉

て
、
巌
潔
に
し
て
致
祭
せ
し
め
、
.

巡
幸
温
、
台
、

己
に
廟
額
封
競
有
る
庭

-16ー

こ
こ
で
は
と
く
に
温
州
・
台
州
・
明
州
を
指
し
て
洞
廟
の
保
護
を
命
じ
て
い
る
。

『
宋
曾
要
』
に
は
特
定
の
胴
廟
に
劃
す
る
命
令
は
見
ら
れ
る

が
、
特
定
地
域
の
と
く
に
「
麿
ゆ
る
紳
洞
廟
字
」

を
封
象
と
す
る
異
例
の
措
置
で
あ
る
。

貫
際
『
宋
舎
要
』
に
よ
れ
ば
建
炎
四
(
二
三
O
)

年
の
賜
額
・
賜
競
は
ほ
と
ん
ど
台
州
と
明
州
の
も
の
で
あ
り
、
断
江
に
限
れ
ば
こ
の
二
州
の
み
で
あ
っ
た
。
地
方
志
か
ら
得
た
三
一
件
も
ほ
と

ん
ど
台
州
・
明
州
の
二
州
に
限
ら
れ
て
い
た
。
建
炎
三
年
十
二
月
か
ら
四
年
初
め
に
か
け
て
高
宗
は
明
州
か
ら
台
州
へ
と
海
上
に
逃
れ
た
が
、

よ
り
詳
細
に
賜
競
の
地
域
分
布
を
見
れ
ば
、
明
州
で
は
慈
賂
牒
・
定
海
勝
、
台
州
で
は
臨
海
豚
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
は
同
じ
明
州
の
州
治

郵
鯨
や
台
州
の
仙
居
鯨
・
天
台
豚
な
ど
の
澗
廟
が
賜
額
・
賜
抗
さ
れ
た
の
が
敷
十
年
も
後
で
あ
る
こ
と
か
ら
注
目
さ
れ
よ
う
。
翌
紹
興
元
(
一

一
一
一
一
一
)
年
に
は
滞
在
し
た
紹
興
府
で
は
城
陸
廟
が
賜
額
及
び
賜
摂
さ
れ
た
。

や
は
り
臨
安
府
と
定
め
ら
れ
た
杭
州
よ
り
も
三
十
年
先
ん
じ
て

い
る
。



こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
い
ず
れ
も
建
炎
末
の
高
宗
逃
避
行
の
経
路
な
の
で
あ
る
。
温
州
・
台
州
・
明
州
の
あ
ら
ゆ
る
洞
廟
と
い
っ
て
も
台

州
の
内
陸
部
の
洞
廟
な
ど
は
結
局
劃
象
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
全
く
高
宗
の
滞
在
地
に
限
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
と
き
廟
額

・
封
競
の
申
請
者

の
名
は
奉
が
ら
ず
、
地
方
志
な
ど
で
は
高
宗
自
身
が
直
接
授
け
た
と
す
る
記
述
が
多
い
。
こ
う
し
た
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は
建
炎
末
か
ら
紹
興

初
の
高
宗
逃
避
行
の
時
期
だ
け
で
あ
る
。
北
宋
末
に
確
立
し
た
賜
額
・
賜
読
の
審
査
シ
ス
テ
ム
が
一
時
的
に
腕
痔
し
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
高

宗
の
逃
走
経
路
に
完
全
に
合
致
す
る
以
上
、
別
の
要
素
も
考
慮
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

〈

位

)

一
つ
に
は
政
権
中
植
の
公
式
の
言
明
で
は
逃
避
行
が
あ
く
ま
で
「
巡
幸
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
高
宗
は
皇
一
帝
巡

(

臼

〉

幸
の
際
に
は
各
地
の
澗
廟
に
封
す
る
崇
飾
を
行
う
と
い
う
種
に
則
っ
た
の
で
あ
る
が
、
賜
抗
の
際
に
は
官
が
涯
遣
さ
れ
て
廟
下
で
皇
帝
の
こ
と

(
臼
)

ば
が
讃
ま
れ
、
政
治
的
儀
式
と
し
て
の
故
果
は
こ
れ
以
上
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
高
宗
の
皇
帝
の
権
威
誇
示
の
た
め
に
行
っ
た
パ
フ
ォ

l
マ
ン

ス
と
し
て
は
十
分
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
地
方
士
山
な
ど
の
記
述
で
は
「
航
海
の
安
全
に
霊
験
を
著
し
た
」
、
「
高
宗
の
巡
幸
を
保
護
し
た
」

〈

臼

〉

と
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
方
の
側
で
も
こ
の
機
に
賜
額
・
賜
競
を
得
ょ
う
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
台
州
・
明
州
の
場
合
、
地
元
の
義
勇
軍
を
召
集
し
、

ハ
日
)

ま
た
南
渡
以
来
の
戦
艦
の
不
足
か
ら
民
聞
の
船
を
徴
設
し
、
水
軍
に
利
用
し
た
。
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一
方
で
高
宗
は
こ
の
地
の
船
が
金
の
支
配
下
に
赴
い
て
貿
易
す
る
こ
と
を
規
制
し
て
お
り
、
重
ね
て
負
携
を
強
い
て
い
た
。
ま
た
『
宋
舎
要
』

に
よ
れ
ば
義
勇
軍
を
結
成
し
て
金
と
戦
っ
た
人
々
に
劃
し
て
官
慢
を
興
え
る
な
ど
の
措
置
が
採
ら
れ
て
お
り
、
賜
額
・
賜
読
も
こ
れ
に
類
す
る

役
割
を
措
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
紹
興
の
場
合
、

そ
の
城
陸
廟
は
全
園
的
に
も
来
歴
は
古
く
、
す
で
に
五
代
期
に
封
競
を
得
て
い
る
中
心
的
信

(

貯

)

い
ち
早
く
賜
額
・
賜
競
を
行
っ
た
理
由
も
そ
の
あ
た
り
に
あ
ろ
う
。

仰
で
あ
り
、
非
常
に
権
威
あ
る
洞
廟
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、

さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
地
域
は
わ
ず
か
数
年
前
に
方
蝋
の
凱
の
猛
威
に
襲
わ
れ
、
そ
の
後
も
反
凱
が
多
設
し
て
淫
杷
の
入
り
込
む
払
跡
地
は
十

分
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
洞
廟
の
認
可
は
微
妙
な
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
明
・
台
二
州
で
賜
額
・
賜
披
さ
れ
た
例
を
見
る
と
、
多
く
は
山
川

つ
ま
り
高
宗
は
そ
の
時
期
、
地
域
で

645 

一
紳
や
漢
代
に
起
源
を
も
つ
も
の
な
ど
、
い
わ
ば
停
統
的
な
洞
廟
で
あ
り
新
興
の
洞
廟
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

も
っ
と
も
殺
果
的
な
形
で
賜
額
・
賜
競
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
高
宗
初
期
の
洞
廟
の
賜
額
・
賜
披
の
増
加
は
巡
幸
の
形
式
を
示
す
こ
と
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で
皇
一
帝
の
権
威
を
保
持
す
る
た
め
、

一
方
で
地
方
人
士
の
協
力
を
得
る
た
め
の
現
質
的
な
方
策
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
高
宗
初
期
の
賜
額
・
賜
抗
は
徽
宗
期
同
様
に
政
治
的
色
彩
の
濃
い
も
の
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
徽
宗
期
の
政
策
を
全
面
的
に
繕

む
し
ろ
雨
者
に
断
絶
を
見
出
し
う
る
。

ば
、
高
宗
初
期
の
そ
れ
は
求
心
力
低
下
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

承
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

徽
宗
期
の
賜
額

・
賜
慌
が
求
心
力
抜
大
の
も
た
ら
し
た
結
果
と
す
れ

第
二
節

高
宗
の
宗
教
政
策
と
洞
廟
秩
序

『
宋
舎
要
』

「
龍
二

O
之
四
」
に
よ
れ
ば
、
高
宗
は
即
位
嘗
日
に
以
下
の
よ
う
に
命
じ
た
。

高
宗
建
炎
元

こ
一
二
七
)
年
五
月
一
日
、

赦
す
ら
く
、

五
獄
四
演
名
山
大
川
歴
代
聖
一
帝
一
明
王
忠
臣
烈
士
杷
典
に
載
る
者
、

所
在
の
長
吏

に
委
ね
て
精
潔
に
致
祭
せ
し
め
、
洞
廟
に
近
き
躍
は
並
び
に
樵
採
を
禁
ぜ
し
め
よ
。
如
し
洞
廟
損
壊
す
れ
ば
、
本
州
を
し
て
係
省
鏡
を
支

(

日

)

し
て
修
葺
せ
し
め
、
監
司
常
切
に
貼
検
し
、
壌
を
致
す
こ
と
母
ら
し
め
よ。
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即
位
と
同
時
に
こ
の
種
の
布
告
を
行
う
の
は
歴
代
、
通
じ
て
見
ら
れ
る
が
、
建
炎
元
年
の
高
宗
の
政
権
基
盤
は
全
く
安
定
し
て
お
ら
ず
、

金
軍
に

封
抗
す
る
軍
事
力

・
資
金
力
も
不
足
し
て
い
た
上
に
、
政
権
内
に
政
治
的
劉
立
を
内
包
し
た
朕
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
中
華
王
朝
と
し
て

「
-
柑
典
に
載
る
者
」
の
祭
杷
の
正
常
化
と
公
費
に
よ
る
洞
廟
改
修
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
高

の
擢
威
を
保
つ
ベ
く
、

五
獄
四
演
以
下
、

宗
初
年
に
は
五
獄
四
演
の
大
部
分
は
金
の
支
配
下
に
入
り
、
把
奥
秩
序
は
全
く
崩
壊
し
た
。
こ
う
し
た
情
勢
の
な
か
紀
典
秩
序
の
頂
貼
に
あ
る

五
獄
図
演
の
地
位
は
動
揺
し
、
例
え
ば
後
述
の
よ
う
に
江
南
に
あ
る
江
演
の
地
位
が
飛
び
抜
け
て
高
ま
る
よ
う
な
事
が
起
き
た
。
ま
た
建
炎
四

(
二
三
O
)
年
と
い
う
も
っ
と
も
情
勢
の
巌
し
い
時
期
に
信
州
の
東
獄
行
宮
が
立
て
績
け
に
封
蹴
を
得
て
い
る
。
こ
の
東
獄
廟
は
そ
の
後
南

宋
期
に
有
数
の
規
模
を
誇
っ
た
が
、
こ
の
際
の
封
放
に
は
信
州
龍
虎
山
の
張
天
師
と
の
関
係
強
化
と
い
う
意
固
も
推
測
さ
れ
よ
う
。
結
局
紹
興

(
臼
)

十
三

(
二
四
三
〉
年
に
五
獄
四
演
の
う
ち

「
不
通
」
の
も
の
の
ほ
と
ん
ど
は
行
宮
を
建
て
て
決
着
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
般
の
洞
廟
に
閲
し
て
は
建
炎
三
三
一
二
九
)
年
正
月
六
日
に
は
賜
額

・
賜
読
に
つ
い
て
具
種
的
な
指
揮
が
出
さ
れ
、

そ
の
一
方
、



神
洞
霊
鷹
有
る
に
遇
え
ば
、
開
ち
先
ず
額
を
賜
い
、
次
い
で
侯
に
封
じ
、
衣
い
で
公
に
封
じ
、
衣
い
で
王
に
封
ぜ
よ
。
婦
人
の
紳
は
、
初

〈

印

)

八
字
に
至
れ
ば
止
め
よ
。

め
は
夫
人
に
封
じ
、
次
い
で
妃
に
封
ぜ
よ
。
毎
に
二
字
を
加
え
、

と
あ
る
。
こ
の
命
令
は
基
本
的
に
先
の
王
古
の
上
奏
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
王
競
の
最
高
位
を
八
字
王
と
定
め
て
い
る
。
紳

宗
期
は
も
ち
ろ
ん
、
徽
宗
期
に
も
ま
だ
最
低
位
に
あ
た
る
二
字
侯
が
多
か
っ
た
が
、
高
宗
期
に
入
る
と
四
字
以
上
の
王
や
公
が
増
え
て
お
り
、

封
競
の
華
美
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
寅
際
、
張
凌
が
四
川
に
宣
撫
使
と
し
て
入
っ
た
と
き
に
は
唐
代
の
藩
鎮
に
倣
っ
て
「
便
宜
に
諸

(

日

)

紳
を
封
爵
」
し
、
高
宗
は
そ
れ
を
追
認
す
る
だ
け
の
賦
況
で
あ
っ
た
。
賜
額
・
賜
競
が
園
家
か
ら
の
公
認
を
意
味
し
、
園
家
の
意
思
を
代
表
し

た
地
方
官
の
祭
把
が
前
提
と
な
る
以
上
、
地
域
社
舎
に
と
っ
て
一
つ
の
自
に
見
え
る
擢
威
と
な
り
、
立
碑
に
よ
っ
て
賜
額
・
賜
競
を
申
請
し
た

地
方
官
や
有
力
者
の
徳
が
顛
彰
さ
れ
る
と
必
然
的
に
政
治
的
側
面
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
張
凌
の
ほ
か
に
も
各
地
の
軍
将
が
地
域
の
支
持
を

得
る
た
め
に
盛
ん
に
申
請
を
行
っ
た
た
め
、
政
権
初
期
に
は
賓
際
に
無
制
限
な
賜
額
・
賜
競
が
護
生
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
南
宋
初
期
の
江
南
地
方
で
は
方
鵬
の
能
以
来
、

た
。
多
く
の
洞
廟
が
兵
火
に
見
舞
わ
れ
た
が
、

戦
範
の
な
か
で
新
た
に
護
生
し
た
信
仰
が
多
く
存
在
し
、
記
典
の
管
理
を
困
難
に
し

一
方
で
戟
観
で
亡
く
な
っ
た
英
霊
た
ち
が
新
た
な
信
仰
の
封
象
と
な
る
場
合
も
あ
っ
た
。
さ
ら

に
高
宗
自
身
が
逃
避
行
の
な
か
で
巌
正
な
手
績
き
を
経
ず
に
多
く
の
洞
廟
に
賜
額
・
賜
競
し
て
い
た
。
つ
ま
り
新
た
に
杷
典
の
列
に
名
乗
り
を

加
え
て
華
北
か
ら
の
避
難
民
も
郷
里
の
信
仰
を
持
ち
込
ん
で
き
た
。

-19一

奉
げ
た
も
の
が
多
く
現
れ
た
の
で
あ
る
。

成
化
『
杭
州
府
志
』
巻
三
四

「
壇
廟
・
千
勝
将
軍
廟
」
に
よ
れ
ば
、

宋
南
渡
の
時
、
九
そ
沖
京
に
廟
在
る
者
、
皆
杭
に
把
る
を
得
、
故
に
此
に
廟
を
建
つ
。

と
あ
り
、
開
封
に
廟
が
あ
っ
た
も
の
が
南
宋
の
首
都
臨
安
に
移
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

大
王
廟
と
二
郎
洞
が
記
さ
れ
、

皮
場
廟
は

「
南
渡
初
」
、

『
威
淳
臨
安
志
』
に
も
「
東
京
嘗
洞
」
と
し
て
皮
場

ハ
臼
)

二
郎
洞
は
紹
興
元
(
一
二
三
〉
年
に
建
て
ら
れ
た
と
あ
る
。
ま
た
嘉
靖
『
仁
和
豚

647 

士
山
』
巻
七
「
廟
」
の
「
諸
嘉
明
王
廟
」
の
僚
に
よ
る
と
、

:
:
:
其
れ
沖
よ
り
南
渡
の
後
、
既
己
に
杭
に
建
都
す
。
九
そ
沖
京
素
と
奉
る
の
呑
火
十
三
有
り
、
悉
く
立
廟
山
田
市
記
す
。
或
る
者
は
一
脚
の
後
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求
問
駕
に
随
い
て
南
渡
し
、
乃
組
を
忘
れ
ず
、
因
り
て
私
に
嗣
を
立
て
以
っ
て
之
を
把
る
も
未
だ
知
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

と
あ
る
。
華
北
で
庚
く
信
仰
さ
れ
て
い
た
山
西
磁
州
崖
府
君
廟
は
高
宗
の
命
で
杭
州
に
廟
が
建
設
さ
れ
た
。
こ
こ
に
は
避
難
者
た
ち
の
人
心
を

(

臼

)

落
ち
着
け
る
意
固
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
な
か
で
、
正
調
に
認
定
さ
れ
て
い
た
も
の
が
避
難
民
ら
に
よ
っ
て
新
た
に
江
南
に
建
設
さ

れ
た
場
合
、

〈
臼
)

る。

そ
れ
を
這
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
元
来
江
南
に
あ
っ
た
洞
廟
の
新
築
・
改
修
も
頻
繁
に
行
な
わ
れ
て
い

政
擦
が
安
定
を
見
せ
て
く
る
紹
興
年
聞
に
入
る
と
杷
典
秩
序
の
回
復
を
主
張
す
る
上
奏
が
度
々
行
わ
れ
る
。
高
宗
自
身
の
見
解
は
多
く
は
見

出
せ
な
い
が
、
元
来
高
宗
の
嗣
廟
に
劃
す
る
基
本
的
な
姿
勢
は
、
現
存
す
る
洞
廟
信
仰
に
劃
し
て
は
現
地
の
意
向
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
先
に
摩
げ
た
紹
興
三
三
=
三
ニ
)
年
の
曹
蛾
廟
の
場
合
と
同
様
、
紹
興
二
十
二
(
一
一
五
二
)
年
の
杭
州
の
伍
子
膏
廟
再
建
に
際
し

て
も
、
伍
子
膏
紳
が
銭
塘
江
の
湧
を
司
る
と
い
う
信
仰
を
「
小
説
に
出
ず
る
」
も
の
と
し
な
が
ら
も
民
間
の
一
意
向
に
従
っ
て
再
建
を
命
じ
て
い

(
臼
)

る。
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た
だ
し
高
宗
の
宗
教
政
策
の
基
調
は
全
て
穏
健
な
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
併
教
に
つ
い
て
は
群
臣
の
反
針
を
押
し
切
っ
て
、
そ

れ
ま
で
大
々
的
に
行
っ
て
い
た
僧
侶
の
度
牒
の
瑳
買
を
停
止
し
た
。
こ
れ
は
よ
う
や
く
財
政
的
に
一
息
つ
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
高
宗

(

伺

〉

は
悌
数
勢
力
の
抑
制
の
上
策
で
あ
る
と
誇
っ
て
い
る
。
ま
た
紹
興
十
六
(
一

一
四
六
)
年
二
月
に
淫
澗
に
劃
す
る
弾
座
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ

(

釘

)

(

伺

)

は
か
な
り
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
高
宗
は
即
位
嘗
初
か
ら
徽
宗
の
採
っ
た
道
教
政
策
を
明
確
に
否
定
し
、
元
枯
議
人
の
名

春
回
復
を
行
う
な
ど
、
政
権
内
で
の
元
枯
議
人
系
人
土
の
復
権
に
伴
う
政
治
路
線
の
獲
更
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
洞
廟
に
射
す
る
方
針
も

(
印
)

こ
れ
に
沿
っ
て
進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

紹
興
二
十
七
年
の
『
紹
興
正
問
録
』
制
定
で
高
宗
末
期
に
は
間
典
秩
序
は
中
央
レ
ベ
ル
で
一
腰
の
再
構
築
を
み
た
と
言
え
る
。

一
方
で
紹
興

賜
額
・
賜
披
も
減
少
す
る
こ
と
は
な
く
、

額
・
賜
腕
が
政
治
的
な
一
意
味
を
持
ち
始
め
る
と
、
杷
血
ハ
の
理
念
と
現
買
と
の
事
離
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
期
の
澗
廟
建
設
ラ

年
聞
に
は
各
地
で
洞
廟
が
新
築
・
再
建
が
行
わ
れ
、

杷
典
秩
序
の
再
構
築
の
動
き
は
い
っ
た
ん
賜



ヅ
シ
ュ
を
見
れ
ば
、
む
し
ろ
洞
廟
信
仰
の
現
場
で
の
動
き
が
先
行
し
、
杷
典
秩
序
が
追
随
す
る
賦
況
へ
襲
化
し
た
と
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
洞
廟
信
仰
設
展
の
イ
ニ

シ
ア

チ
ブ
の
比
重
が
大
き
く
地
域
社
舎
へ
と
移
行
す
る
過
程
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
流

れ
が
明
確
に
な
っ
た
こ
の
時
期
に
地
域
社
舎
に
お
け
る
澗
廟
が
ど
う
い
う
朕
況
で
あ
っ
た
の
か
目
を
轄
じ
て
み
よ
う
。

第
三
重

洞
廟
信
仰
と
南
宋
地
域
社
曾

前
章
ま
で
北
宋
か
ら
南
宋
初
期
の
劉
洞
廟
政
策
に
つ
い
て
、
政
治
史
の
貌
貼
か
ら
検
討
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
央
か
ら
地
方
へ
の
流
れ
を

つ
か
む
こ
と
が
で
き
た
。

一
方
で
地
域
社
舎
に
お
け
る
洞
廟
信
仰
の
現
場
は
い
か
な
る
朕
況
で
あ
っ
た
の
か
。
南
宋
初
期
の
政
治

・
社
舎
の
混

観
を
経
て
、
地
域
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
洞
廟
の
政
治
的
な
重
要
性
に
焦
黙
が
嘗
た
っ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
確
認
し
た
。
南
宋
期
に
入
っ
て
念

増
す
る
澗
廟
の
関
連
史
料
は
、
有
力
者
層
の
関
心
の
高
ま
り
を
裏
附
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
認
識
を
ふ
ま
え
て
、
南
宋
期
の
洞
廟

を
め
ぐ
る
諸
朕
況
を
検
討
し
て
み
る
。

南
宋
期
に
限
ら
ず
宋
代
を
通
じ
、
洞
廟
の
建
設
、
経
営
に
大
き
な
力
を
護
揮
し
た
の
は
地
方
官
や
有
力
者
、
地
域
エ
リ
ー
ト
と
呼
ば
れ
る
人
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人
で
あ
る
。
と
く
に
南
宋
に
入
っ
て
賜
額
・
賜
続
増
加
を
契
機
と
し
た
洞
廟
信
仰
の
績
大
過
程
に
あ
っ
て
胴
廟
の
建
設
・
維
持
費
や
賜
額
・
賜

枕
さ
れ
る
た
め
の
費
用
な
ど
は
莫
大
な
額
に
上
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
賞
金
は
地
方
官
に
よ
る
掴
金
が
多
く
見
ら
れ
る
ほ
か
、
主
に

資
金
提
供
は
も
ち
ろ
ん
、

(

九

)

れ
る
。
こ
う
し
た
積
極
的
な
開
輿
は
洞
廟
を
中
心
と
し
た
地
域
社
舎
統
合
と
い
う
理
念
的
な
意
味
や
、

士
大
夫
な
ど
有
力
者
層
の
提
供
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
洞
廟
建
設
を
記
し
た
廟
記
な
ど
で
は
「
好
事
者
」
と
呼
ば
れ
る
有
力
者
た
ち
が
、

(
均
〉

「
管
造
」
や
「
出
納
」
な
ど
の
責
務
の
役
割
分
携
も
し
て
お
り
、
責
任
者
と
し
て
の
「
執
事
」
と
い
う
呼
稽
も
見
ら

土
大
夫
の
権
威
を
維
持
す
る
た
め
に
行

わ
れ
た
と
さ
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
澗
廟
に
そ
う
し
た
性
格
が
付
興
さ
れ
た
の
は
間
違
い
な
い
が
、
彼
ら
が
か
く
も
積
極
的
に
な
る
理
由
は
他

に
も
考
え
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
経
済
的
な
側
面
で
あ
る
。

649 

洞
廟
は
時
々
の
祭
紀
以
外
に
も
信
者
を
含
め
、
人
を
集
め
う
る
施
設
で
あ
る
。
人
の
動
き
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
自
龍
、
す
で
に
経
済
性
を
有
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し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
着
目
し
た
の
が
王
安
石
で
あ
り
、
彼
は
洞
廟
の
経
営
権
を
民
聞
に
貰
却
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
際
に
買
い
手

が
つ
い
た
こ
と
か
ら
も
、

ま
た

こ
の
と
き
洞
廟
が
商
一
業
地
匿
に
嬰
貌
し
た
貼
か
ら
言
っ
て
も
、

そ
の
経
済
債
値
は
す
で
に
評
値
さ
れ
て
い

た
。
宋
代
に
お
け
る
寺
観
の
経
済
的
影
響
力
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
宋
代
に
は
胴
廟
を
め
く
る
経
済
活
動
も
活
設
に
行
わ
れ
た

(

花

)

と
考
え
る
の
が
安
倍
聞
で
あ
る
。

こ
の
黙
で
斯
波
義
信
氏
は
「
廟
市
」
の
問
題
の
考
察
や
澗
廟
の
分
布
朕
況
か
ら
一
商
人
の
移
動
を
推
定
し
、
ま
た

田
仲

一
成
氏
は
宋
代
以
降
、
枇
祭
に
襲
能
的
要
素
が
強
ま
る
こ
と
を
検
討
し
た
中
で
「
祭
櫨
が
し
ば
し
ば
交
易
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
形

(η) 

跡
が
あ
る
」
と
す
る
。
こ
う
し
た
研
究
を
踏
ま
え
て
、
洞
廟
の
経
済
的
側
面
を
考
察
し
て
み
る
。

ま
ず
蛍
時
有
力
と
さ
れ
た
洞
廟
を
め
ぐ
る
経
済
活
動
を
見
て
み
よ
う
。

も
っ
と
も
園
家
権
力
に
近
い
岡
廟
で
あ
る
東
獄
廟
は
南
宋
嘗
時
に
は
全
土
に
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
洞
廟
と
な
っ
て
い
た
。

『
夢
梁
録
』
巻
一
一

に
は
、
三
月
二
十
八
日
を
東
獄
聖
一帝一
の
誕
辰
と
し
た
上
で

こ
の
日
に
は

「諸
郡
邑
皆
行
宮
有
り
て
香
火
を
奉
ず
」
と
あ
る
。

ま
た
陳
淳
『
北
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漢
字
義
』
巻
下
に
よ
る
と
、

世
俗
部
僅
、
三
月
二
十
八
日
を
以
て
東
獄
聖
一
帝
の
生
朝
と
な
し
、
闇
郡
男
女
前
期
に
お
い
て
霊
夜
を
徹
し
て
通
簡
に
就
き
て
櫨
奔
し
、
嵐狐

廟
に
合
す
。
こ
れ
を
朝
獄
と
謂
い
、

父
母
亡
人
の
抜
罪
の
矯
に
す
。

と
あ
り
、
東
獄
廟
の
普
及
と
と
も
に
三
月
二
十
八
日
を
紳
誕
と
し
て
祭
杷
す
る
こ
と
が
、
贋
く
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
朝
獄
」
と
呼
ば
れ
る

(

川

崎

)

祭
植
に
は
人
々
が
土
地
紳
を
伴
っ
て
東
獄
廟
に
集
ま
っ
た
貼
も
注
目
さ
れ
る
が
、
同
時
に
「
敷
郡
の
伎
術
人
畢
な
洞
下
に
集
ま
る
」

(
『
夷
竪
丙

志
』
径
一
七
「
沈
見
鬼
」
)
と
レ
う
活
況
で
あ
っ
た
。
ま
た
五
獄
の
一
つ
南
獄
廟
も
南
宋
期
に
は
東
獄
廟
に
匹
敵
す
る
擢
威
を
持
ち
、
箔
成
大
『
躍

江
斯
川
贋
種
貨
の
褒
ま
る
所
な
り
。
」
と
あ
り
、

「二
月
八
日
係
」
に
お
い
て
、

「獄
市
は
、
環
皆
市
匡
な
り
。

贋
域
的
な
一商
一
品
の
集

驚
録
』

積
地
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

南
宋
期
の
江
南
に
多
く
の
行
廟
を
有
し
て
い
た
桐
山
廟
の
場
合
、
す
で
に
北
宋
期
か
ら
盛
ん
な
祭
杷
で
知
ら
れ
、
そ
の
祭
把
は
毎
年
牛
数
千

頭
を
犠
牲
に
す
る
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
。
南
宋
期
に
は
『
夢
梁
録
』
巻
二
に
臨
安
の
岡
山
廟
行
廟
の
祭
り
が
記
さ
れ
、
二
月
八
日
か
ら
十



一
日
に
か
け
て
張
王
の
神
誕
を
祝
っ
て
一
大
イ
ベ
ン
ト
が
催
さ
れ
た
こ
と
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
、

(

万

)

庫
」
に
類
似
し
た
「
長
生
牛
」
と
い
う
耕
牛
貸
出
し
制
度
に
よ
っ
て
澗
廟
を
経
営
し
て
い
た
。
こ
の
利
盆
は
直
接
に
は
洞
廟
祭
把
の
費
用
に
、
蓮

(
符
〉

元
さ
れ
た
が
、
洞
廟
を
経
営
す
る
人
々
も
享
受
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
南
宋
末
の
嗣
山
廟
に
は
「
機
察
」
な
る
も
の
が
置
か

(
村
川
〉

れ
、
洞
山
廟
に
集
ま
る
商
人
か
ら
一
商
税
の
ご
と
く
金
銭
を
徴
牧
し
て
い
た
。

四
川
の
治
水
紳
で
あ
る
李
泳
廟
(
港
口
廟
)
も
大
規
模
な
祭
把
で
知
ら
れ
る
。
李
泳
と
と
も
に
そ
の
息
子
と
も
さ
れ
る
二
郎
神
も
絶
大
な
信

(

沌

)

仰
を
集
め
て
お
り
、
四
川
の
中
接
的
信
仰
で
あ
っ
た
。
『
呉
船
録
』
巻
上
「
淳
照
丁
酉
六
月
辛
未
」
に
よ
る
と
、

李
太
守
は
江
を
疏
き
龍
を
騒
り
、
西
局
に
大
功
有
り
。
洞
祭
甚
だ
盛
ん
な
り
。
歳
ご
と
に
羊
五
高
を
剖
る
。
民
一
羊
を
買
い
、
絡
に
以
つ

一
方
康
徳
軍
の
本
廟
で
は
寺
院
の
「
長
生

て
祭
ら
ん
と
す
:
:
:
廟
前
屠
戸
数
十
百
家
あ
り
。
永
康
軍
の
計
専
ら
羊
税
に
仰
ぐ
に
至
る
。

と
あ
り
、
ま
た
『
夷
竪
支
丁
』
巻
六
「
、
氷
康
太
守
」
に
も
同
様
に
、
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一
羊
城
を
過
れ
ば
、
則
ち
税
鐘
五
百
を
納
め
、
率
ね
歳
終
二
三
寓
絡
を
得
ベ
く
、
公
家
無
窮
の
利
と
篤
す
。

と
あ
る
。
毎
年
五
高
頭
の
羊
が
供
物
と
し
て
捧
げ
ら
れ
、
廟
の
附
近
に
羊
の
屠
殺
業
者
が
軒
を
連
ね
て
い
た
。
永
康
軍
で
は
羊
税
が
設
け
ら

(

乃

)

れ
、
財
政
に
資
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
。
ま
た
五
獄
同
様
に
監
廟
が
置
か
れ
て
い
た
。

財
紳
と
し
て
有
名
な
五
逼
廟
は
『
方
輿
勝
賢
』
巻
一
六
「
徽
州
」
に
「
毎
歳
四
月
八
日
、

あ
る
。
洪
武
『
蘇
州
府
志
』
に
も
五
遁
廟
の
行
廟
で
淳
枯
(
一
二
四
一

J
五
三
)
初
め
以
来
、

四
方
よ
り
雲
集
す
。
」
と

四
月
四
日
か
ら
八
日
の
祭
躍
に
「
百
戯
集
ま
る
」

(
加
)

と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
は
併
教
と
の
深
い
閥
わ
り
も
指
摘
さ
れ
、
な
お
一
一
層
盛
大
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
敷
例
は
南
宋
期
に
入
っ
て
飛
躍
的
に
勢
威
を
得
た
洞
廟
の
例
で
あ
る
が
、

来
り
て
朝
躍
す
る
者
、

そ
れ
で
は
よ
り
地
域
的
な
洞
廟
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

『
玉
峰
志
』
巻
上
「
風
俗
」
で
は
昆
山
神
の
祭
に
「
官
州
負
販
し
て
来
た
る
者
、
肩
秩
陸
績
す
に
と
あ
り
、

る
「
草
鮭
大
王
」
で
は
、
一
土
人
が
戯
れ
に
「
草
鮭
大
玉
、
某
年
某
月
降
」
と
書
い
た
こ
と
が
も
と
で
、
霊
験
の
話
が
作
ら
れ
、
三
年
後
に
は

(

凱

)

洞
が
で
き
、
周
囲
に
十
数
家
の
集
落
が
誕
生
し
た
と
い
う
逸
話
も
あ
る
。
陳
淳
『
北
漢
大
全
集
』
巻
四
三
「
上
越
丞
論
淫
杷
書
」
に
よ
れ
ば
南

『
藍
浦
筆
記
』
巻
四
に
登
場
す

651 
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宋
期
、
一
隅
建
津
州
で
は
洞
廟
の
祭
杷
が
毎
月
の
よ
う
に
行
わ
れ
、
無
頼
の
徒
が
地
域
の
有
力
者
を
捨
い
で
強
引
に
人
々
の
財
物
を
徴
牧
し
、
膏

(
M
M
)
 

吏
が
そ
れ
に
加
携
す
る
構
園
が
見
ら
れ
、
祭
記
の
と
き
に
俳
優
や
戯
陵
の
涯
手
な
行
列
や
出
し
物
の
こ
と
も
述
べ
ら
れ
却
。

こ
の
よ
う
な
献
況
に
つ
い
て
は
、
田
仲
氏
が
指
摘
す
る
ご
と
く
、
有
力
開
廟
の
行
廟
の
祭
把
が
商
人
の
手
に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
一
商
人
た

ち
の
活
動
援
貼
と
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

洞
廟
祭
瞳
の
一
商
業
化
の
背
景
に
貫
際
に
祭
杷
を
行
う
廟
-
戚
(
亙
)
た
ち
の
活
動
が
あ
っ

(

回

)

た
こ
と
も
合
わ
せ
て
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
松
本
浩

一
氏
は
宋
代
澗
廟
の
宗
教
的
援
展
に
廟
祝
の
役
割
を
重
視
し
、
演
島
敦
俊
氏
は
明
代
中
期

(
剖
)

の
江
南
の
亙
俗
に
つ
い
て
、
世
襲
の
亙
の
宗
教
活
動
は
「
完
全
な
営
利
活
動
で
も
あ
っ
た
」
と
断
じ
て
い
る
。
宋
代
の
史
料
中
、
北
宋
期
に
も

こ
う
し
た
活
動
の
例
が
あ
る
が
、
と
く
に
南
宋
期
に
は
強
制
的
な
財
物
の
徴
牧
で
は
な
く
、
「
営
業
努
力
」
の
記
事
が
急
増
す
る
。
例
え
ば
、

一
冊
の
霊
験
で
腰
が
伸
び
た
こ
と
を
喧
侍
し
て
瞬
く
聞
に
数
千
絹
を
得
た
も
の
や
(
『
潟
水
燕
談
録
』

「
雑
録
」
)
、
自
ら
の
住
む
清
元
民
君
廟
を
再
建

す
る
た
め
に
霊
験
を
担
造
し
て
資
金
を
集
め
た
者
(
『
夷
堅
支
甲
』
各
九
「
盆
都
瀬
屠
」
)
な
ど
詐
欺
行
震
と
し
て
記
述
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。

「施
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物
甚
だ
多
く
、
皆
門
外
訳
者
之
を
掌
す
。
」

ハ
『
夷
堅
丙
志
』
巻
一
四
「
賀
烏
喬
」)
「
里
人
の
紳
洞
に
眠
り
て
以
て
買
利
せ
る
者
有
り
」

(
『
員
文
忠
公

文
集
』
径
四
五
「
夫
人
察
氏
墓
誌
銘
」
)
た
と
の
表
現
が
頻
出
す
る
の
で
あ
る
。

ひ
と
た
び
強
力
な
霊
験
が
示
さ
れ
る
と
「
即
日
傍
郡
に
喧
俸
し
、

新
躍
す
る
者
雲
集
す
。
廟
貌
繕
繕
極
め
て
巌
に
し
て
、

亙
の
得
る
所
勝
、げ
て
計
う
べ
か
ら
ず
。
」

(
『
梁
府
知
漫
志
』
径

一
O
「
江
東
叢
洞
」
)
と
あ
る

よ
う
に
近
郷
の
州
牒
か
ら
も
人
々
が
集
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
利
盆
を
目
嘗
て
に
し
ば
し
ば
亙
と
結
託
す
る
人
聞
が
登
場
す
る
。
無
頼

『
永
楽
大
典
』
巻
七
八
九
四
に
引
く
『
臨
汀
志
』
に
よ
れ
ば
、

や
悪
少
年
な
ど
の
ほ
か
、
有
力
者
が
結
託
す
る
場
合
も
あ
り

寧
化
の
富
民
、
廟
蹴
の
姦
な
る
者
と
五
額
一
脚
に
託
し
て
姦
利
を
な
し
、
民
を
謹
し
衆
を
惑
し
、
廟
宇
を
修
立
す
。

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
著
名
な
五
額
一
紳
の
霊
験
を
踊
り
、
洞
廟
か
ら
利
盆
を
得
る
姿
が
描
か
れ
る
。
ま
た
、

『
名
公
書
判
清
明
集
』
に
は
卿
二
十

(

部

〉

二
な
る
者
が
、
政
入
源
の
廟
が
破
鼓
さ
れ
る
段
に
な

っ
て
官
吏
に
賄
賂
を
お
く
つ
て
存
績
を
困
っ
た
姿
が
描
か
れ
、

『
宋
舎
要
』

「
刑
法
二

禁
約
」
で
も
や
は
り
廟
祝
と
官
の
癒
着
が
記
さ
れ
、

「
師
亙
銭
」
と
い
う
語
も
見
ら
れ
る
。

さ
ら
に
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。

南
宋
中
期
の
寅
軟
『
勉
爾
先
生
責
文
粛
公
文
集
』
巷
三
九
「
剣
語
・
王
願
論
謝
知
府
占
廟
地
」

に
よ
る
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西
獄
雲
騰
廟
は
元
こ
れ
王
額
の
家
地
を
捨
し
て
廟
を
造
り
、
以
て
邑
民
新
求
の
所
と
震
る
。
己
に
し
て
家
貧
し
く
、
遂
に
一
神
に
託
し
て
以

て
自
活
し
、
一
脚
顛
の
地
に
依
り
て
以
て
居
し
、
顕
紳
の
霊
に
依
り
て
以
て
食
す
。
謝
知
府
既
に
屋
を
其
の
側
に
架
け
、
遂
に
廟
の
路
を
占

め
て
以
て
固
と
震
し
、
叉
廟
の
四
固
に
種
竹
し
て
以
て
克
蔭
す
。
・
・
:
王
願
、
本
一
押
に
依
り
て
以
て
其
の
家
を
活
す
に
、
謝
知
府
叉
従
り

て
之
を
逐
い
、
其
の
族
人
を
し
て
廟
祝
の
利
を
専
ら
に
せ
し
む
:
:
:
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
嘗
時
の
澗
廟
を
め
ぐ
る
朕
況
を
活
寓
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
に
登
場
す
る
王
額
は
自
ら
の
土
地
に
廟
を
建
て
、
廟
か

ら
の
牧
入
で
生
計
を
立
て
て
い
た
。
謝
知
府
は
廟
地
を
不
法
に
占
援
し
、
廟
の
鰹
管
擢
ま
で
奪
い
取
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
澗
廟
経
営

(

釘

)

に
投
資
的
な
側
面
す
ら
見
い
だ
せ
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
南
宋
時
代
の
各
地
で
、
洞
廟
信
仰
が
経
済
的
利
盆
に
深
く
結
び
つ
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
で
は
廟
祝
の
日
常
的
な
営
利

活
動
と
、
廟
市
に
よ
る
定
期
的
立
商
業
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
。
洞
山
廟
や
李
泳
廟
ほ
ど
大
規
模
で
な
く
と
も
、
霊
験
が
喧
侍
さ
れ
れ
ば
相
嘗

(
部
〉

の
集
客
力
を
示
し
、
大
き
な
経
済
数
果
を
護
揮
し
、
「
財
吊
庫
」
を
持
つ
よ
う
な
廟
も
あ
っ
た
。
ま
た
祭
種
に
伴
う
廟
市
は
遠
隔
地
の
商
品
が

(

的

〉

〈

卯

)

集
積
す
る
濁
特
の
一
意
義
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
職
人
達
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
吐
」
を
繰
り
出
し
、
祭
瞳
を
営
業
の
場
と
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
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れ
は
澗
廟
に
伴
う
経
済
活
動
が
車
な
る
営
利
目
的
の
み
な
ら
ず
、
信
仰
の
側
面
を
も
つ
た
め
に
振
生
し
た
特
徴
で
あ
ろ
う
。
祭
躍
の
商
業
的
側

面
が
強
調
さ
れ
て
い
け
ば
、
開
廟
と
交
易
場
が
一
致
し
、
そ
の
結
果
洞
廟
を
支
配
し
た
者
が
地
域
経
済
を
支
配
す
る
と
い
う
構
固
に
嬰
化
し
た

で
あ
ろ
う
。
洞
廟
に
闘
興
す
る
在
地
有
力
者
層
は
理
念
的
に
は
杷
典
の
正
常
化
に
よ
る
教
化
を
捲
い
、
土
大
夫
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
つ
つ

も
、
一
方
で
は
洞
廟
の
経
営
に
よ
っ
て
経
済
的
に
地
域
を
支
配
す
る
と
い
う
南
面
か
ら
洞
廟
と
の
関
係
を
構
築
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

(

紅

〉

4
u
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こ
れ
を
敷
街
す
れ
ば
、
宋
代
に
一
商
業
的
中
心
と
し
て
勃
興
し
た
市
銀
で
は
洞
廟
の
役
割
は
一
層
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
興
の
市
銀

(
但
)

で
は
元
来
停
統
的
な
洞
廟
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
東
獄
廟
な
ど
の
有
力
開
廟
の
行
廟
建
設
や
、

一
土
地
神
が
瞬
く
聞
に
有
力
調
廟
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(
回
)

に
成
長
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
こ
る
。
こ
れ
に
は
も
ち
ろ
ん
連
帯
感
を
喚
起
す
る
と
レ
う
洞
廟
の
性
格
は
あ
る
に
せ
よ
、

一
般
に
一
商
人
が
積

極
的
に
閲
興
し
て
お
り
、

ま
た
洞
廟
の
も
た
ら
す
経
済
数
果
を
考
え
れ
ば

市
銀
に
人
が
集
ま
っ
た
結
果
嗣
廟
が
栄
え
た
と
考
え
ら
れ
る

方
、
洞
廟
が
人
を
集
め
る
固
式
も
成
立
し
う
る
。

(

似

)
す
」
と
洞
廟
の
霊
験
が
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
も
小
市
場
地
で
の
洞
廟
を
め
ぐ
る
動
き
が

E
硯
的
な
流
通
の
設
展
に
も
少
な
か

そ
し
て
洞
廟
と
一商
業
の
結
び
つ
き
が
強
ま
り
、

や
が
て

「神、

一
商
人
を
招
き
、

米
舟
瞳
至

ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

第
四
章

南
宋
後
期
の
賜
額
・
賜
現
と
桐
廟
の
盛
衰

こ
こ
ま
で
嘗
初
設
定
し
た
問
題
貼
、

す
な
わ
ち
園
家
か
ら
の
覗
勲
、

地
域
社
舎
か
ら
の
覗
貼
を
そ
れ
ぞ
れ
に
検
討
し
、
封
胴
廟
政
策
の
流

れ
、
と
く
に
南
宋
初
期
の
中
央
か
ら
地
方
へ
の
展
開
や
、
南
宋
吐
舎
に
お
け
る
市
場
網
の
形
成
に
洞
廟
が
関
係
す
る
紋
況
を
確
認
し
た
。
こ
こ

で
は
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
賜
額
・
賜
続
の
果
た
し
た
役
割
と
人
々
の
意
識
の
饗
化
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

- 26-

国
家
と
の
閥
係
で
は
、
北
宋
末
か
ら
南
宋
初
期
に
至
っ
て
賜
額
・
賜
続
が
一
般
化
し
た
後
も
洞
廟
に
劃
す
る
国
家
の
閲
輿
は
南
宋
末
ま
で
綴

き
、
完
全
に
放
置
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
洞
廟
に
閲
す
る
規
定
は
石
刻
史
料

・
地
方
志
な
ど
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
、
賜
額
・
賜
抗
に
闘
し

て
は

『
宋
舎
要
』
・
地
方
志
の

い
ず
れ
を
見
て
も
、

南
宋
期
を
通
じ
て
恒
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。

こ
こ
で
は
も
は
や
中
央
の
政
治
賦
況
に
連

動
し
て
増
減
す
る
よ
う
な
傾
向
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
北
宋
期
と
の
相
違
と
し
て
南
宋
期
に
入
る
と
賜
額
・
賜
披
は
王
披
な
ど
高
い
封
践
が
衣

々
に
授
け
ら
れ
、

さ
ら
に
は
澗
廟
榊
の
家
族
・
従
榊
に
劃
す
る
賜
肢
が
著
し
く
増
加
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
家
族

・
従
紳
の
賜
放
は
洞
廟
一
紳
の

封
蹴
が
あ
る
程
度
高
ま
っ
て
か
ら
行
わ
れ
る
が
、
建
炎
三
年
の
指
揮
に
よ
っ
て
洞
廟
紳
の
最
高
位
が
八
字
王
に
制
限
さ
れ
た
こ
と
が
影
響
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
賜
続
掛
象
が
家
族

・
従
紳
に
描
大
し
た
こ
と
か
ら
、
現
貫
に
は
『
宋
舎
要
』
記
載
の
数
字
を
遁
か
に
凌
ぐ
賜
披
数
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
、
と
く
に
大
規
模
な
洞
廟
神
で
は
そ
の
傾
向
が
額
著
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
江
南
に
数
多
く
の
行
廟
を
持
つ
洞
山
廟
の
場
合
、

祭
神
の
張
王
自
身
は
も
ち
ろ
ん
、

妻、

五
人
の
息
子
と
そ
の
妻
、

南
親
、
祖
父



母
、
孫
に
至
る
ま
で
封
読
を
獲
得
し
た
。
張
王
自
身
の
封
競
は
紹
興
二
(
一
二
ニ
二
)
年
に
八
字
王
に
達
し
、
そ
れ
以
上
の
賜
競
が
で
き
な
く
な

っ
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
南
宋
に
入
っ
て
か
ら
は
「
八
字
王
」
と
い
う
表
現
が
紳
の
最
高
位
を
表
す
も
の
と
し
て
定
着
し
た
と
見
ら
れ
、
史
料

(

町

〉

上
散
見
す
る
。
四
川
の
李
泳
廟
な
ど
も
「
霞
封
は
八
字
王
に
至
る
」
と
記
さ
れ
る
。
ま
た
五
通
廟
は
委
原
豚
と
徳
輿
鯨
が
本
廟
を
巡
っ
て
争
つ

〈

何

)

た
が
、
委
原
が
賜
額
に
よ
っ
て
本
廟
と
認
定
さ
れ
て
莫
大
な
富
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
。
五
逼
廟
は
宋
代
に
な
っ
て
信
仰
圏
を
蹟
大
し
た
新
興

の
洞
廟
で
あ
り
、
停
統
的
な
背
景
は
希
薄
で
あ
っ
た
。
五
遁
廟
に
と
っ
て
賜
額
・
賜
競
は
十
分
に
権
威
と
な
り
、
人
が
集
ま
っ
て
き
た
の
で
あ

る。
桐
山
廟
の
よ
う
に
早
い
段
階
で
最
高
位
に
昇
進
し
た
例
は
少
な
い
が
、
よ
り
信
仰
圏
の
小
規
模
な
洞
廟
も
多
く
同
じ
く
繰
り
返
し
封
競
を
得

て
い
た
。
例
え
ば
、
『
玉
峰
士
山
』
に
載
る
恵
庭
廟
は
馬
鞍
山
紳
の
廟
で
あ
る
が
、
徽
宗
の
大
観
年
聞
に
初
め
て
賜
競
さ
れ
た
後
、
南
宋
期
に
九

回
賜
披
さ
れ
た
。
『
威
淳
毘
陵
志
』
に
載
る
宜
輿
懸
の
果
利
廟
は
紹
興
九
年
に
初
め
て
賜
競
さ
れ
、
南
宋
を
通
じ
て
八
回
賜
競
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
同
じ
く
英
烈
廟
は
宣
和
年
聞
に
反
観
撃
退
の
霊
験
を
示
し
た
後
、
紹
興
七
年
に
賜
額
、
十
年
に
賜
競
さ
れ
、
南
宋
末
ま
で
七
回
賜
読
さ
れ

(
m
む

た
。
こ
れ
ら
は
地
方
志
に
見
る
限
り
行
廟
も
な
く
、
信
仰
圏
は
鯨
以
上
に
出
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
地
域
的
色
彩
の
濃
い
澗
廟
に
ま
で
賜
競
が
繰
り
返
さ
れ
た
朕
況
に
つ
い
て
、
南
宋
期
に
は
洞
廟
の
債
値
を
霊
験
に
の
み
求
め
る

姿
勢
が
浸
透
し
た
と
考
え
ら
れ
る
一
方
、
中
央
政
府
の
無
関
心
や
審
査
機
能
の
低
下
が
指
摘
さ
れ
る
。
南
宋
期
の
廟
碑
な
ど
か
ら
霊
験
審
査
の

(
M
m
)
 

制
度
は
南
宋
末
ま
で
保
持
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
陳
淳
が
「
瞳
官
は
無
能
で
淫
澗
に
い
か
な
る
封
競
を
輿
え
る
か
詮
議
し
て
い
る
」
と
不

信
感
を
露
わ
に
す
る
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
巌
密
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
疑
問
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
陳
淳
は
東
出
航
行
宮
な
ど
の
歴
と
し
た
正
洞

〈

叩

)

で
あ
っ
て
も
涯
澗
と
断
ず
る
よ
う
に
政
府
の
認
定
し
た
正
洞
を
認
め
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
意
識
の
事
離
を
生
む
背
景
と
し
て
は
、
南
宋
期
に

な
る
と
賜
額
・
賜
披
自
瞳
が
も
は
や
日
常
的
な
現
象
と
な
り
、
欧
陽
守
道
が
「
王
(
廟
紳
の
こ
と
)
の
封
披
を
以
て
請
を
帰
す
に
、
即
日
報
可

(

川

)

さ
れ
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
あ
る
程
度
の
信
仰
基
盤
が
あ
れ
ば
、
封
読
を
得
る
こ
と
が
と
く
に
困
難
を
伴
わ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

(

川

)

れ
に
は
地
方
官
が
在
地
の
有
力
者
の
協
力
を
取
り
附
け
る
た
め
に
賜
額
・
賜
競
制
度
を
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
一
方
、
そ
れ
ぞ
れ
の
洞
廟
を

- 27ー
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山
)

支
持
・
支
配
し
た
有
力
者
の
政
治
力
に
よ
っ
て
賜
額
・
賜
競
が
左
右
さ
れ
る
面
が
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
不
安
定
さ
は
洞
廟
秩
序
に
お
い
て
地
方
官
の
地
位
を
携
う
と
さ
れ
る
城
陸
紳
で
さ
え
願
著
で
あ
る
。

『
賓
退
録
』
所
載
の
城
陸
廟

の
記
事
を
見
て
も
、

(

川

〕
る
。
こ
れ
を
中
央
の
洞
廟
秩
序
の
規
制
力
を
量
る
一
つ
の
目
安
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
時
期
に
賜
額

・
賜
競
が
地
域
の
土

封
慌
に
閲
し
て
は
各
地
で
全
く
統
一
性
が
な
く

し
か
も
中
央
か
ら
遠
ざ
か
る
に
従

っ
て
そ
の
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い

地
神
や
亙
祝
信
仰
の
洞
廟
に
も
繰
り
返
し
賜
披
さ
れ
る
現
象
か
ら
は
儒
数
観
念
的
な
一
意
味
で
巌
密
に
記
典
の
秩
序
を
守
る
と
い
う
姿
勢
は
見
出

し
に
く
い
。
ま
た
瞳
部
・
太
常
寺
に
よ
る
杷
典
の
管
理
も
杜
撰
で
、
洪
蓮
『
容
粛
随
筆
』
に
は
紹
興
二
五
年
に
江
漬
水
府
廟
に
封
慌
を
興
え
る

(

川

)

と
き
に
、
そ
の
時
黙
で
貫
際
は
六
字
王
で
あ
っ
た
も
の
を
四
字
王
と
誤
認
し
て
い
た
と
い
う
話
が
蔑
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
廟
額

・
封
抗
が
神
々
の
秩
序
を
反
映
す
る
護
想
自
憧
が
消
滅
し
た
誇
で
は
な
い
。
む
し
ろ
大
い
に
人
々
の
闘
心
を
集
め
て
い
た
。

神

像
の
冠
服
な
ど
が
意
識
さ
れ
る
も
の
も
こ
う
し
た
護
想
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
民
聞
で

は
買
際
に
洞
廟
紳
の
封
抗
が
霊
験
に
影
響
す
る
と

-28-

血
食
を
す
る
と
い
う
貼
で
王
・
公
な
ど
の
競
が
神
仙
の
披
よ
り
強
力
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
二
郎
紳
が
神
仙
風
に
改
封
さ
れ
た
と

(

川

)

(

川

)

き
、
四
川
宣
撫
使
張
淡
の
夢
に
現
れ
て
力
の
衰
え
を
訴
え
、
桐
山
廟
が
員
君
に
改
封
さ
れ
る
と
「
世
俗
指
し
て
冷
職
と
な
す
」
と
さ
れ
た
。
二

考
え
て
お
り
、

郎
紳
は
張
淡
の
申
請
で
元
の
封
競
に
畏
さ
れ
、

(

川

)
た
。
賜
額
・
賜
暁
が
洞
廟
紳
の
霊
威
力
を
量
る
基
準
と
さ
れ
た
以
上
、

岡
山
廟
の
場
合
は
張
王
の
祭
杷
が
急
速
に
衰
え

従
紳
の
方
山
廟
が
代
わ
り
に
血
食
を
受
け

(
川
)

陳
淳
が
「
封
競
有
る
者
皆
歳
歳
に
加
大
な
る
べ
し
」
と
述
べ
る
よ
う

に
、
集
客
力
を
伴
っ
て
洞
廟
の
経
済
的
繁
栄
に
も
直
結
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
よ
り
債
値
の
高
い
封
競
獲
得
を
巡
っ
て
は
、
洞
廟
の
経
済
性
に

着
目
し
た
有
力
者
や
一
商
人
の
要
求
も
大
き
な
要
素
で
あ
っ
た
と
考
え
て
関
連
い
あ
る
ま
い
。
人
々
は
競
っ
て
神
々
の
た
め
に
高
い
封
読
を
求
め

た
が
、
民
聞
の
論
理
だ
け
で
は
賜
額

・
賜
読
は
獲
得
で
き
な
い
。
原
則
と
し
て
賜
額
・
賜
競
は
あ
く
ま
で
桐
廟
紳
の
園
家
に
劃
す
る
貢
献
へ
の

報
酬
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ハ
ン
セ
ン
氏
が
言
う
「
神
々
が
霊
験
を
護
揮
す
る
た
め
に
賜
競
を
求
め
て
レ
る
」
と
い
う
構
園
が
し
ば
し

ば
逸
話
と
し
て
現
れ
る
の
は
、
紳
が
主
唱
者
に
な
る
こ
と
で
地
方
官
が
申
請
す
る
際
に
正
首
性
を
主
張
し
、

(

川

)

す
る
た
め
の
方
便
と
な

っ
た
。

地
域
社
舎
と
の
協
調
関
係
を
保
持



『
夷
堅
丁
志
』
巻
一
五
「
新
贋
枯
王
」
は
一
幅
建
・
部
武
軍
の
贋
枯
王
廟
は
も
と
唐
末
の
欧
陽
使
君
を
祭
っ
て
い
た
が
、
封
披
は
同
じ
ま
ま
で

(

川

)

廟
紳
が
陳
某
に
交
代
し
た
と
い
う
逸
話
で
あ
る
。
同
じ
役
割
を
果
た
す
榊
で
あ
れ
ば
賜
額
・
賜
競
の
方
が
霊
験
の
源
泉
と
し
て
民
衆
の
関
心
事

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
洞
廟
紳
は
交
代
可
能
な
存
在
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
南
宋
期
に
は
賜
額
・
賜
抗

の
恒
常
化
に
よ
っ
て
現
在
護
揮
す
る
霊
験
の
強
弱
に
よ
っ
て
洞
廟
秩
序
が
構
築
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
観
念
上
の
洞
廟
秩
序
と
現
賓
の
情
勢

と
の
矛
盾
は
蹟
大
さ
れ
、

一
方
に
お
い
て
新
た
な
意
味
を
持
っ
て
き
た
と
言
え
る
。

い
わ
ば
洞
廟
信
仰
に
射
す
る
理
念
上
の
主
導
権
も
地
域
社

舎
の
側
へ
移
行
し
て
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。

む

す

び

宋
代
の
洞
廟
政
策
の
中
心
に
あ
っ
た
賜
額
・
賜
競
は
時
々
の
政
権
の
思
惑
に
よ
っ
て
様
々
な
役
割
を
輿
え
ら
れ
、
単
に
理
念
的
な
も
の
で
は

な
く
賞
際
的
な
政
治
的
側
面
を
強
く
も
っ
た
。
賜
額
・
賜
競
政
策
は
全
般
的
に
は
把
典
の
開
放
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
賜
額
・
賜
競
の
イ
ニ
シ
ア

チ
ブ
が
地
方
へ
移
行
し
て
い
く
傾
向
を
示
し
て
い
た
。
宋
代
の
園
家
の
胴
廟
信
仰
に
劃
す
る
考
え
で
は
、
賜
額
・
賜
披
政
策
は
十
分
に
統
制
的
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意
味
を
も
っ
て
お
り
、
封
競
の
上
下
に
も
と
づ
く
秩
序
の
意
識
も
多
く
の
官
僚
や
士
大
夫
層
の
中
に
維
持
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
貫
際
に
最
上

位
の
封
競
を
得
た
信
仰
の
多
く
は
淫
嗣
と
紙
一
重
で
あ
り
、
明
清
以
降
地
域
の
中
核
的
信
仰
と
な
る
城
陸
神
も
、
南
宋
期
に
は
臨
安
府
や
紹
興

府
な
ど
一
部
を
除
い
て
封
競
は
下
位
に
止
ま
っ
て
お
り
、
城
陸
紳
が
地
方
官
の
役
割
を
果
た
す
と
考
え
ら
れ
た
に
し
て
も
、
封
競
で
蓬
か
に
上

位
に
嘗
た
る
有
力
洞
廟
は
匪
倒
的
権
威
を
有
し
て
お
り
、

ま
っ
た
く
濁
自
に
本
廟
行
廟
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
に
中
央
に
よ
る
封
競
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
、
洞
廟
を
め
ぐ
る
中
央
か
ら
地
方
へ
の
流
れ
と
い
う
鈷

で
象
徴
的
で
も
あ
る
。
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こ
の
背
景
に
澗
廟
の
経
済
的
側
面
に
焦
貼
が
嘗
た
り
、
澗
廟
を
支
配
す
る
こ
と
が
、
政
治
的
の
み
な
ら
ず
経
済
的
に
も
強
固
に
地
域
社
舎
を

支
配
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
こ
と
が
奉
げ
ら
れ
る
。
従
来
澗
廟
の
経
済
的
基
盤
は
弱
小
で
あ
り
、
地
方
官
や
在
地
有
力
者
の
資
金
提
供
に
よ
っ
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て
経
営
が
成
り
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
土
地
保
有
な
ど
で
寺
親
に
は
及
ば
な
い
が
、

ひ
と
た
び
霊
験
が
誼
明
さ
れ
れ
ば
、

ま
た
た
く
聞
に
そ
の
規
模
を
抜
大
さ
せ
、
莫
大
な
富
を
産
ん
だ
。
洞
廟
に
は
人
が
集
ま
り
、
交
易
の
場
と
し
て
も
債
値
が
高
か
っ
た
。
こ
う
し

た
澗
廟
の
性
格
や
、
廟
祝
た
ち
の
経
営
努
力
を
見
れ
ば
、
有
力
者
に
よ
る
資
金
提
供
も
投
資
的
な
色
影
ま
で
含
ん
で
く
る
。
洞
廟
の
集
客
が
そ

の
霊
験
に
左
右
さ
れ
、
霊
験
を
世
間
に
謹
明
す
る
の
が
賜
額
・
賜
披
で
あ
る
以
上
、
人
々
が
そ
れ
を
欲
す
る
要
因
と
な
っ
た
。
有
力
な
澗
廟
紳

を
抱
え
た
土
地
は
経
済
設
展
が
見
込
ま
れ
、
有
力
な
市
場
地
を
形
成
す
る

一
要
素
と
な
る
。
つ
ま
り
霊
験
↓
封
競
↓
集
客
と
い
う
サ
イ
ク
ル
を

想
定
で
き
る
。

こ
れ
は
南
宋
期
の
洞
廟
信
仰
の
蹟
大
に
劃
す
る
考
察
へ
と
つ
な
が
る
。
商
人
の
活
動
に
伴
う
信
仰
の
抜
大
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
全
て
を
移

住
民
の
信
仰
や
後
世
の
舎
館
の
ご
と
く
考
え
る
の
は
や
や
早
計
で
あ
ろ
う
。

他
郷
の
信
仰
も
そ
の
地
で
正
統
性
を
認
め
ら
れ
て
こ
そ
繁
栄
す

る
。
ま
た
洞
廟
の
信
仰
圏
抜
大
に
は
伺
廟
の
霊
験
を
認
知
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
廟
紳
の
霊
験
や
神
格
に
は
一
定
の
類
似
性
が
あ
る
の

も
洞
廟
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
こ
れ
は
行
政
的
階
層
と
経
済
的
階
層
の
二
元
化
と
い
う
ス
キ
ナ
l
氏
や
斯
波
氏
の
見
解
、

(

川

)

に
お
け
る
自
震
的
な
市
場
網
形
成
と
い
う
議
論
を
含
め
て
重
要
な
問
題
と
な
ろ
う
。

ま
た
南
宋
期
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で
霊
験
の
強
弱
、
あ
る
い
は
政
治
的
な
思
惑
に
よ
っ
て
、
他
郷
の
有
力
澗
廟
の
勧
請
や
澗
廟
紳
の
交
代
な
ど
も
あ
っ
た
。
ま
た
市
銀
の
設
展
に

賜
額

・
賜
披
が
中
央
の
巌
密
な
管
理
か
ら
逸
脱
し
て
い
く
過
程
は
車
に
制
度
疲
務
と
秩
序
の
弛
緩
で
は
な
く
、
洞
廟
が
経
済
債
値
を
持
ち
始

め
た
こ
と
で
在
地
有
力
者
の
関
心
も
大
き
く
饗
化
し
、
把
典
の
理
念
と
洞
廟
信
仰
の
貫
際
が
大
き
く
布
離
し
、
も
は
や
交
わ
る
こ
と
が
な
く
な

め
た
。

っ
た
た
め
で
は
な
い
か
。
調
廟
は
地
域
社
舎
に
お
け
る
政
治
や
信
仰
の
中
心
と
い
う
性
格
に
加
え
、
経
済
的
な
中
心
と
し
て
の
役
割
も
携
い
始

つ
ま
り
洞
廟
が
地
域
社
舎
に
お
い
て
員
に
中
接
施
設
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
清
期
の
洞
廟
の
淵
源

と
い
う
べ
き
像
を
提
示
す
る
も
の
だ
が
、

い
か
な
る
襲
化
を
経
て
到
達
し
た
も
の
で
あ
る
か
の
分
析
は
残
さ
れ
た
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
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註(
1
〉
歴
史
皐
上
の
伺
廟
信
仰
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
松
本
浩
一
「
中
園
村

落
に
お
け
る
岡
廟
と
そ
の
禦
遜
」
(
『
佐
倉
文
化
史
皐
』
=
二
、
一
九

九
三
)
、
「
宋
代
の
祉
と
洞
廟
」
(
『
史
境
』
三
八
・
三
九
合
併
鋭
、
一

九
九
九
)
、
上
田
信
「
宋
|
明
民
俗
宗
教
」
(
社
曾
経
済
史
事
曾
編
『
社

曾
経
済
史
皐
の
課
題
と
展
望
』
有
斐
閣
、
一
九
九
二
〉
、
蒋
竹
山
「
宋

至
清
代
的
園
家
輿
澗
紳
信
仰
研
究
的
回
顧
討
論
」
ハ
『
新
史
皐
』
八
l

二
、
一
九
九
七
)
に
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
参
照
さ
れ
た
い
。

(
2
〉
松
本
浩
一
「
宋
代
の
賜
額
・
賜
鋭
に
つ
い
て
」
(
野
口
銭
郎
編
『
中

園
史
に
お
け
る
中
央
政
治
と
地
方
祉
禽
』
昭
和
六

0
年
度
科
皐
研
究
費

補
助
金
総
合
研
究
凶
研
究
成
果
報
告
書
一
九
八
六
)
。

〈

3
〉
須
江
隆
「
唐
宋
期
に
お
け
る
洞
廟
の
廟
額
・
封
銃
の
下
賜
に
つ
い

て
」
(『
中
園
l
社
曾
と
文
化
』
九
、
一
九
九
四
〉
、
「
照
寧
七
年
の
詔

|
|
北
宋
紳
宗
靭
期
の
賜
額
・
賜
銃
」
(
『
東
北
大
皐
東
洋
史
論
集』

八
、
二

O
O
一)。

(
4
〉
宋
代
の
「
祉
」
の
研
究
史
整
理
は
松
本
浩
二
宍
工
〉
前
掲
論
文
で
行

わ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
金
井
徳
幸
氏
は
、
最
小
の
宗
教
車
位
と
し

て
「
村
社
」
を
位
置
づ
け
、
そ
の
衰
え
に
伴
っ
て
庚
範
園
の
強
力
な
信

仰
で
あ
る
「
郷
社
」
が
費
生
し
た
と
す
る
。
「
郷
社
」
は
構
成
員
の
全

員
参
加
を
前
提
と
し
、
村
落
社
曾
の
階
層
分
化
に
比
例
す
る
形
で
有
力

者
層
に
取
り
込
ま
れ
た
。
ま
た
郷
祉
の
秩
序
は
、
圏
家
の
承
認
の
下
に

郷
村
の
安
定
化
を
見
た
と
す
る
。
金
井
氏
は
「
社
」
は
郷
村
社
曾
の
基

本
単
位
と
し
て
、
間
柄
・
郷
・
里
の
枇
廓
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
想
定
す
る

が
、
一
方
で
「
祉
」
と
い
う
語
に
は
宗
教
サ
ー
ク
ル
的
な
圏
鐘
の
意
味

が
多
分
に
含
ま
れ
て
お
り
、
寅
際
に
は
混
然
一
鐙
と
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
が
結
論
を
見
な
い
。
ま
た
潰
島
敦
俊
『
総
管
信
仰
』
(
研
文
出
版
、

二
O
O
一
)
第
四
章
「
明
朝
の
祭
把
政
策
と
郷
村
社
曾
」
で
は
、
明
清

時
代
江
南
地
域
の
「
祉
」
は
村
落
祉
曾
を
基
礎
と
し
て
、
複
数
の
集
落

が
連
合
し
て
土
地
腐
を
有
す
る
共
同
盟
と
し
、
ま
た
元
の
郷
村
の
基
本

単
位
で
あ
る
祉
制
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
。

(
5
〉
一
隅
武
直
『
中
園
農
村
社
曾
の
構
造
』
(
有
斐
閣
、
一
九
五
一
〉
第
四

章
第
三
節
「
祉
曾
圏
の
諸
相
L

。
一
一
隅
武
氏
は
土
地
紳
↓
地
方
的
に
有
名

な
洞
廟
↓
全
図
的
に
有
名
な
岡
廓
(
泰
山
な
ど
)
の
段
階
を
述
べ
る
。

(
6
〉
金
井
徳
幸
「
宋
代
の
郷
祉
と
土
地
紳
」
(
「
中
嶋
敏
先
生
古
稀
記
念

論
集
』
上
、
一
九
八

O
Y

ハ7
〉

G-w-ス
キ
ナ
l
著
、
今
井
清
一
・
中
村
哲
夫
・
原
田
良
雄
諜
『
中

園
農
村
の
市
場
・
祉
曾
構
造
』
(
法
律
文
化
社
、
一
九
七
九
〉
。

(
8
)

斯
波
義
信
『
宋
代
商
業
史
研
究
』
(
風
間
書
房
、
一
九
六
八
)
。

(
9
)

田
仲
一
成
『
中
園
祭
記
演
劇
研
究
』
第
一
篇
第
一
章
「
社
祭
儀
膿
の

義
能
化
」
(
東
京
大
皐
東
洋
文
化
研
究
所
、
一
九
八
一
)
。

(
日
)
中
村
治
兵
衛
「
中
園
褒
落
史
研
究
の
回
顧
と
展
望
|
|
と
く
に
村
落

史
を
中
心
と
し
て
|
|
」
(
唐
代
史
研
究
曾
編
『
中
園
爽
落
史
の
研
究

|
|
周
透
諸
地
域
と
の
比
較
を
含
め
て
|
1
l
』
、
一
九
八

O
Y

(

U

)

宋
代
の
市
場
網
形
成
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
金
子
泰
晴
「
宋

代
流
遜
史
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
の
数
用
」
(
宋
代
史
研
究
曾
研

究
報
告
集
第
六
集
『
宋
代
社
舎
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
波
古
書
院
、
一
九

九
八
〉
参
照
。

(
ロ
〉
潰
島
氏
註
(

4

)

前
掲
書
、
お
よ
び
「
明
清
江
南
城
堕
考
」
(
唐
代
史

研
究
曾
報
告
第
六
集
『
中
園
都
市
の
歴
史
的
研
究
』
万
水
書
房
、
一
九
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八
八
)
。
氏
は

「市
銀
を
中
核
と
す
る
共
同
祭
紀

・
信
仰
の
領
域
の
成

立
」
、
つ
ま
り
銀
所
在
の
上
位
廟
と
土
地
廟
の
関
係
は
経
済
的
な
従
属

関
係
と
針
隠
す
る
と
述
べ
る
。
ま
た
中
村
哲
夫
「
清
末
筆
北
に
お
け
る

市
場
箇
と
宗
教
閤
」
(
『
近
代
中
園
祉
曾
史
研
究
序
説
』
法
律
文
化
社
、

一
九
八
四
、
原
誠
『
祉
曾
経
済
史
皐
』
四

O

三
、
一
九
七
四
)
。
氏

は
近
代
の
地
域
社
曾
に
お
い
て
市
集
機
能
が
宗
教
圏
と
し
て
も
機
能
し

て
い
た
と
す
る
。
ま
た
最
近
李
剛
・
鄭
中
偉
「
明
清
侠
西
廟
曾
経
済
初

探
」

(『
西
北
大
観
皐
報
』
哲
皐
祉
曾
科
準
版
、
ニ

O
O
--
一
一
〉
、
林

凪木津

「
「
廟
曾
」
興
中
図
的
民
聞
社
曾
|

|
以
清
代
的
華
北
、
東
北
、

西
北
魚
例
」

(
『
史
伝
』
七
、
ニ

O
O
一
)
も
裂
表
さ
れ
た
。

(
日
)
金
井
徳
幸
註
(

6

)

前
掲
論
文
。

(

M

)

須
江
隆
コ
一
順
建
車
問
団
の
方
氏
と
鮮
脳
血廟
」
(
前
掲
『
宋
代
社
曾
の
ネ

ッ
ト
ワ

l
ク』、

一
九
九
八
)
、

「
宋
代
に
お
け
る
洞
廟
の
記
録
」
(『歴

史』

九
五
、
二

O
O
O〉、

「
洞
廟
の
記
録
が
語
る

「地
域
」
観
」
(
宋

代
史
研
究
禽
研
究
報
告
第
七
集
『
宋
代
人
の
認
識
』
汲
古
書
院
、
二

O

O
一)、

松
本
浩

一
「
栄
代
の
澗
廟
と
祭
杷
」

(
『
園
書
館
情
報
大
皐
研

究
報
告
』
二

O
l
て

二

O
O
一
)
参
照
。

(
お
)
民
俗
ロ

S
P
〈
色
合
同
0

・
(
U
F
h
g
h
N
浦
町
。
。
礼

h
S
』
山
町
内
九
段
d
R
H
N

の
と
お
R
H
W

ごい山下』

N
R
H》ユ
2
2
8
H
H
Uユロ
n
o
g
ロ
C
回目

4
0『

EU『

p
g臼

L
U
U
0
・

(
日
目
〉
同
「
正

-
n
S
Z『
印
"
お
よ
び
本
田
治
「
宋
代
の
地
方
流
通
組
織
と

銀
市
」

(
「
立
命
館
文
感
」
五

O
O、
一
九
八
七
)
、
金
井
徳
幸

「
南
宋

時
代
の
市
銀
と
東
獄
廟
」

(
『
立
正
史
穆
』
六
一

、
一
九
八
七
)
、
梁
庚

完

「
南
宋
的
市
銀
L

Q
宋
史
研
究
集
』
一

一O
、
園
立
編
-
誇
館
、

一
九

九
O
、
原
載
『
漢
拳
研
究
』

三
|
二
、
一
九
八
五
)
、
前
村
佳
幸

「烏

青
鎖
の
内
部
構
造
|

|
宋
代
江
南
市
銀
社
曾
分
析
|1l」

(
宋
代
史
研

究
曾
研
究
報
告
第
七
集

『
宋
代
人
の
認
識
』
汲
古
書
院
、
二

O
O
ご

な
ど
。

(
げ
)
須
江
隆
註
(

3

)

前
掲
論
文
。松
本
浩

一
註〈
2
)
前
掲
論
文

oE
22
p

。hv・
2
h.

(
四
)
『
宋
曾
要
』

「
雄
二

O
之

ご
。

(
凶
)

『
綴
資
治
通
鑑
長
編
』
(
以
下
『
長
編
』
と
略
構
)
品
位
六

「乾
徳
一一
一

年
正
月
丁
酉
」
で
は
、
諸
問
局
管
内
に
同
様
の
命
を
下
し
て
い
る
。

(
初
)
『
長
編
』
を

一一
一一「
関
賓
五
年
十

一
月
庚
辰
」
、

『
宋
禽
要
』
「
躍

二
O
之
二
四
」
。

(
氾
)
『
宋
大
詔
令
集
』
巻

一一一
一七

「典
雄
二
二
」
。

(
幻
)
『
長
編
』
巻
七

O
「
大
中
鮮
符
元
年
十
二
月
甲
辰
燦
」
。

(
お
)
こ
の
時
玉
皇
が
園
家
祭
犯
の
頂
黙
に
据
え
ら
れ
、
各
地
の
天
慶
翻
に

記
ら
れ
た
が
、
封
貌
上
の
頂
貼
は
東
獄
廟
で
あ
っ
た
。
玉
皇
の
地
位
に

つ
い
て
は
宮
川
向
志
「
道
数
史
上
よ
り
見
た
る
五
代
」
(
『
中
園
宗
数

史
研
究
第

一
』
同
朋
合
、
一
九
八
三、

原
載
『
東
方
宗
数
』
四
二
、

一

九
七
三
〉
、
山
内
弘
一
「
北
宋
の
園
家
と
玉
皇
」
(
『
東
方
摩
』
六
二
、

一
九
八
一
)
参
照
。

(

μ

)

『
宋
舎
要
』

「
躍
ニ
O
之
二」。

(
お
)
須
江
隆
註
(

3

)

前

掲

示

寧
七
年
の
詔
1
l北
宋
紳
宗
朝
期
の
賜

額

・
賜
貌
」。

(
お
)
『
宋
曾
要
』

「
雄
一

八
之

ご
。

〈
幻
)
『
宋
曾
要
』

「
穫

一
八
之

一
O
」
。

(
叩
山
)
須
江
隆
註
(
3
〉
前
掲

「
唐
宋
期
に
お
け
る
澗
廟
封
貌
の
下
賜
に
つ
い

て
」
、
及
び
金
井
徳
幸
「
南
宋
の
洞
廟
と
賜
額
に
つ
い
て
」
(
宋
代
史

研
究
曾
研
究
報
告
集
第
四
集
『
宋
代
の
知
識
人
』
混
古
書
院
、
一
九
九
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三
)
。
ま
た

Z
2
8
P
。
、
・
江
戸
・
唱
・

2
・
で
は
南
宋
期
に
審
査
鐙
制

が
確
立
し
た
と
す
る
。
須
江
氏
は
縛
運
司
が
濁
自
に
別
の
州
に
洞
廟
の

霊
験
を
審
査
さ
せ
た
確
詮
は
な
い
が
、
崇
寧
四
(
一
一

O
五
)
年
の
例

に
「
本
司
審
覆
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
二
重
の
審
査
鐙
制
が
す
で
に
存
在

し
て
い
た
と
す
る
。

(
匁
)
『
宋
舎
要
』
「
謹
二

O
之
一
五
」
。

照
寧
九
年
八
月
三
日
、
宣
徽
南
院
使
剣
態
天
府
張
方
卒
言
、
司
農

寺
近
降
新
制
、
態
洞
廟
並
依
方
場
河
渡
、
募
人
承
買
、
枚
取
浮

利
。
管
下
五
十
鈴
洞
、
百
姓
己
買
、
関
伯
廟
納
銭
四
十
六
千
五

百
、
宋
公
微
子
廟
十
二
千
、
並
=
一
年
震
一
界
。
関
伯
主
犯
大
火
震

園
家
盛
徳
所
乗
。
微
子
開
園
子
宋
、
亦
本
廟
受
命
建
銃
所
因
。
叉

有
隻
廟
、
乃
唐
張
巡
、
許
遠
以
孤
城
死
賊
、
所
謂
能
揮
大
患
者
。

今
既
許
承
買
、
小
人
以
利
篤
事
。

と
あ
り
、
そ
の
ほ
か
『
長
編
』
巻
二
七
七
、
『
東
軒
筆
録
』
、
『
鶴
林
玉

露
』
に
も
記
事
が
あ
る
。
ま
た
曾
我
部
静
雄
「
洞
廟
を
寅
る
」
(
『
中

園
祉
舎
経
済
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
)
、
金
井
徳
幸
「
宋

代
の
五
遁
紳
信
仰
と
賓
廟
」
(
『
立
正
史
拳
』
七
六
、
一
九
九
四
〉
参

照。

(
初
)
佐
一
沙
雅
章
「
寺
観
の
賜
額
に
つ
い
て
」
(
『
中
園
傍
敬
社
曾
史
研
究
』

同
朋
合
、
一
九
八
二
)
で
は
、
神
宗
初
期
に
寺
院
の
賜
額
及
び
度
牒
の

販
賓
が
ほ
ぼ
同
時
に
急
増
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
関
係
を
推
測
す
る
。

ま
た
僧
侶
の
師
挽
も
財
政
難
解
消
の
た
め
に
賓
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
か

ら
洞
廟
に
劃
す
る
賜
額
・
賜
貌
の
急
増
に
も
財
政
的
背
景
を
推
測
さ
せ

る。

(
紅
〉
『
長
編
』
に
も
ほ
ぼ
同
じ
記
事
が
あ
る
が
、
元
堕
四
年
と
す
る
。

(
担
〉
『
宋
曾
要
』
で
は
照
寧
八
年
か
ら
数
年
関
の
賜
競
の
多
く
が
規
定
通

り
二
字
侯
や
二
字
の
夫
人
抽
切
で
あ
る
。
伯
・
将
軍
の
鋭
も
散
見
す
る

が
、
『
宋
曾
要
』
「
雄
二

O
之
七
」
の
大
観
一
ニ
(
一
一

O
九
)
年
の
詔

の
な
か
で
「
塔
頭
榊
洞
」
は
将
軍
に
封
じ
、
「
並
び
に
沓
降
の
教
に
依

る
」
と
あ
り
、
も
と
も
と
こ
の
規
定
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

(
向
日
〉
首
問
磨
『
巌
州
府
志
』
巻
五
「
経
略
志
・
壇
埴
」
に
四
廟
に
つ
い
て

「
天
下
諸
一
仰
の
霊
異
を
取
る
」
と
あ
る
。
ま
た
道
光
『
穂
波
府
志
』
巻

九
上
「
李
龍
蓮
洞
記
」
で
は
崇
寧
二
年
八
月
六
日
と
す
る
。
乾
隆
『
泉

州
府
士
山
』
巻
一
六
「
壇
廟
寺
穣
・
同
安
蘇
・
豪
山
廟
」
に
引
く
王
明
受

の
酎
明
記
に
「
崇
寧
三
年
、
詔
、
天
下
名
山
大
川
有
功
於
民
者
、
聴
所
在

州
豚
立
廟
。
」
と
あ
る
。

(
川
品
〉
松
本
浩
一
註
(

2

)

前
掲
論
文
、
同
「
宋
代
の
雷
法
」
(
『
社
禽
文
化

史
拳
』
一
七
、
一
九
七
九
)
「
葬
薩
・
祭
躍
に
み
る
宋
代
宗
教
史
の
一

傾
向
」
(
宋
代
史
研
究
禽
研
究
報
告
第
一
集
『
宋
代
の
祉
曾
と
文
化
』

汲
古
書
院
、
一
九
八
三
)
。
梅
原
郁
「
皇
帝
・
祭
柁
・
園
都
」
(
中
村
賢

二
郎
編
『
歴
史
の
な
か
の
都
市
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
六
)
、

小
島
毅
「
宋
代
の
園
家
祭
紀
」
(
池
田
温
編
『
中
園
の
種
法
と
日
本
律

令
制
』
東
方
書
応
、
一
九
九
二
)
。

(
お
)
『
宋
曾
要
』
「
雄
二

O
之
七
」
。

(
町
四
)
宮
川
向
志
「
宋
の
徽
宗
と
道
教
」
(
『
東
海
大
挙
紀
要
文
皐
部
』
一
一

一
二
、
一
九
七
五
)
、
「
林
震
素
と
宋
の
徽
宗
」
(
『
東
海
大
皐
紀
要
文
象

部
』
二
四
、
一
九
七
五
〉
。

(
幻
)
例
え
ば
『
宋
禽
要
』
「
雄
二

O
之
一
四
一
」
の
「
郎
君
紳
洞
」
は
、

四
川
の
二
郎
榊
で
あ
る
が
、
嘉
一
茄
八
(
一

O
六
三
)
年
に
初
め
て
盤
恵

侯
に
封
ぜ
ら
れ
、
二
回
加
封
さ
れ
た
後
、
徽
宗
の
政
和
八
(
一
一
一
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八
)
年
に
昭
恵
鑓
田
駅
員
人
と
一
柳
仙
夙
に
改
封
さ
れ
、
後
高
宗
紹
興
元

(
一
一
三
一
)
年
に
元
の
王
貌
に
戻
さ
れ
た
。
ま
た
『
建
炎
以
来
繋
年

要
録
』
径
五

O
「
紹
興
元
年
十
二
月
丁
卯
」
に
、
永
康
軍
の
二
郎
紳
が

宣
和
年
聞
に
員
人
鋭
に
改
封
さ
れ
た
が
、
再
度
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
と
記

す
。
ま
た
『
朱
子
語
類
』
巻
一
一
一
「
鬼
神
」
に
も
経
緯
を
記
す
。
「
躍
二

O
之
五
三
」
所
載
「
李
相
公
洞
」
も
政
和
八
年
に
王
鋭
か
ら
員
人
競
に

改
封
さ
れ
た
。

(
お
)
宮
崎
市
定
「
宋
代
に
お
け
る
殺
人
祭
鬼
の
習
俗
に
つ
い
て
」
(
『
宮
崎

市
定
全
集
』
一

O
、
岩
波
書
庖
、
一
九
九
二
、
初
出
『
中
園
田
学
誌
』

七
、
一
九
七
三
)
、
中
村
治
兵
衛
「
宋
代
の
亙
の
特
徴
」
(
『
中
央
大
皐

文
相
学
部
紀
要
史
田
学
科
』
二
八
、
一
九
八
二
)
。

(

ω

)

『
長
編
』
巻

一
六

O
「
慶
暦
七
年
三
月
丁
酉
僚
」
に
よ
る
と
、

詔
天
下
、
母
得
控
毅
一
諮
問
廟
、
其
載
記
曲
問
者
官
司
以
時
興
葺
之
。

と
し
て
洞
閣
の
破
段
を
制
限
し
て
お
り
、
一
般
に
地
方
官
の
一
意
思
で
洞

廟
が
破
鼓
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
『
夷
堅
甲

志
』
巻
一
「
柳
将
軍
」
で
は
鏡
州
安
仁
令
蒋
静
が
淫
洞
三
百
を
破
壊
し

た
が
、
霊
験
の
強
か
っ
た
柳
将
軍
廟
は
歎
認
し
た
。
ま
た
『
夷
堅
志

補
』
巻
一
五
「
百
花
大
王
」
で
は
韓
師
古
が
百
花
大
王
の
破
援
を
断

念
、
反
射
に
正
式
に
祭
犯
し
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
。

(
必
)
『
長
編
』
巻
四
五
八
で
は
東
方
朔
廟
が
鐙
験
に
よ
っ
て
「
-
紀
典
に
載

せ
」
ら
れ
た
。
ま
た
『
淳
照
三
山
士
山
』
所
載
の
曾
態
廟
、
『
嘉
泰
曾
稽

志
』
の
商
臼
蛾
廟
、
『
景
定
建
康
士
山
』
の
忠
烈
廟
な
ど
も
賜
額

・
賜
放
に

先
立
っ
て
杷
典
に
載
せ
ら
れ
た
と
あ
る
。

(
H
U
)

『
宋
曾
要
』

「
櫨
二

O
之
九
」
。

哲
宗
紹
聖
二
年
十
二
月
二
十
三
日
、
山
間
書
躍
部
侍
郎
賞
裳
等
言、

乞
詔
天
下
州
軍
籍
境
内
紳
洞
、
略
叙
所
置
本
末
、
動
篤
一
書
目
、

某
州
柁
典
。
従
之
。

(
必
)
『
宋
曾
要
』
「
雄
二

O
之
九
」
。

(
必
)
直
接
的
な
表
現
と
し
て
は

『威
淳
臨
安
士
山
』
倉
七
「
洞
把
ご
曾
盤

廟
の
項
に
引
く
李
勝
一
一
の
廟
記
に
「
裁
之
紀
典
、
紀
之
園
経
」
と
い
う
記

事
が
あ
る
。
こ
れ
は
少
な
く
と
も
二
つ
が
一
睡
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す

で
あ
ろ
う
。

(
川
叫
)
青
山
定
雄
『
唐
宋
時
代
の
交
通
と
地
誌
地
図
の
研
究
』
第
二
篇
「
唐

宋
時
代
の
地
誌
・
地
図
」
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
三
)
。

(
必
〉
『
宋
曾
要
』
「
薩
二

O
之
一
五
七
・
五
慰
霊
観
洞
」
に
は
「
大
観
一
一
一

年
、
廟
額
盤
順
を
賜
う
」
と
あ
る
。

(
必
)

〈
。
口
。
z
r
p
M
N
W
E
E
-

」
r
o
p
n
F
2
5
2円
。
間
当
2
-
F

↓z
c
o
ι

巧
E
O口
問
E

同

r
o
r
n
z
-
z
-
2
0
ミ

0同
』
広
口
問
ロ
2
・M

MHb、
dnHw-丸
、
。
号
、
.
吉
川
』
。
¥
弘
之
Q
H
R
M
H
R
h
h
a
m
H
・M
-
(
5
2
)
日町内出
i

叶

HAH-
ま
た
の
O
L
N
W
Y
C
Z三
回
目
〉
ロ
morrω
・丘、
H
Y
σ

の
三
円
。
『
円
ro

d
〈

2
.
5
m
¥
巧
c
a
E
Z
E
E
-臼
門

2
3ロ
品
目
2
5
3
担
H
E
N
S
R
N

匂円、
4hv言
、
内
帆
苫
の
』
に
湾
内
」
町
内
喝
、
。
』
守
NhHaw-
』NANNNhh。送
h
』♂
H詩
句

H
E同NE-

回

OHro-u、日。
r
円口。臼ゆ司
OH》

c-同
円
。
ロ
ロ
ロ
『
OHM円。守口
F

H甲山山印一

Hω
斗
l
l

NH∞・司
M

Y

]

由
由

lH40・

(

U

)

司
自
国
o
p
。
、
・
円
む
よ
司
・

8
・
で
は
中
間
層
に
分
類
さ
れ
た
洞
廟
を

園
家
の
側
に
組
み
入
れ
て
い
く
措
置
こ
そ
が
賜
額
・
賜
崎
別
で
あ
り
、
園

家
か
ら
の
保
護
は
神
々
に
霊
験
を
妥
揮
さ
せ
る
意
園
に
繁
が
る
と
す

る。

(
油
田
〉
松
本
浩
一
註
(
2
〉
前
掲
論
文
、
二
九
一

J
二
九
二
頁。

(
品
目
)
松
本
浩
一
註
(
2
〉
前
掲
論
文
。
須
江
隆
註
〈
U
)
前
掲
論
文
、
四
二
八
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頁。

(
叩
〉
中
園
地
中
山
研
究
曾
編
印
『
宋
元
地
方
志
叢
書
』
所
枚
の
地
方
志
に
よ

る。

(
日
)
『
宋
曾
要
』
「
躍
二

O
之
四
」
。

(
回
)
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
(
以
下
『
要
録
』
と
略
稽
)
巻
七
「
建
炎

元
年
七
月
辛
丑
」

股
権
時
之
宜
、
法
古
巡
狩
、
駐
鹿
近
旬
。

(
臼
〉
『
要
録
』
品
位
九
「
建
炎
元
年
九
月
辛
卯
」

山
間
書
都
官
員
外
郎
樺
太
常
少
卿
腺
庚
請
、
巡
幸
所
過
、
遺
官
岡
名

山
大
川
、
従
之
。

(
臼
)
『
要
録
』
で
は
こ
う
し
た
場
合
概
ね
「
遺
官
祭
杷
」
さ
れ
て
い
る
。

『
呉
郡
志
』
各
一
一
一
一
「
洞
廟
下
・
燥
霊
廟
」
に
引
く
「
新
建
燥
震
宣
恵

侯
廟
記
」
に
「
豚
大
夫
率
佐
官
祇
泰
休
命
、
宣
子
洞
下
。
而
巴
之
土
女

雲
集
。
」
と
あ
る
記
述
か
ら
吠
況
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
日
)
ま
た
賜
額
・
賜
競
の
渡
買
も
推
測
さ
れ
る
。
具
鐙
的
な
史
料
は
管
見

の
限
り
見
蛍
た
ら
な
い
が
、
金
朝
治
下
で
財
政
難
の
た
め
に
寺
観
名
額

を
設
賀
し
た
例
が
指
摘
さ
れ
、
佐
一
沙
雅
章
前
掲
論
文
で
は
北
宋
期
の
寺

院
の
場
合
に
そ
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
り
、
高
宗
初
期
の
窮
扶
を
考

え
れ
ば
可
能
性
は
あ
る
。

(
国
〉
曾
我
部
静
雄
「
南
宋
の
水
軍
」
〈
『
宋
代
政
経
史
の
研
究
』
吉
川
弘

文
館
、
一
九
七
四
〉
。

(
閉
山
〉
『
賓
退
録
』
巻
八
に
南
宋
版
圏
内
の
城
陸
廟
が
列
車
争
さ
れ
て
い
る
が
、

各
地
の
城
陸
一
柳
が
二
字
侯
の
多
い
な
か
、
紹
興
府
の
城
陣
紳
は
八
字
主

で
あ
り
、
封
読
の
黙
で
は
群
を
抜
い
て
い
る
。

(
回
)
『
宋
曾
要
』
「
雄
二

O
之
四
」
。
ま
た
「
躍
一
二
之
四
」
に
同
様
の

詔
が
同
年
十
一
月
に
も
出
さ
れ
て
い
る
。

(
印
)
『
宋
曾
要
』
「
躍
二
之
一
九
」
。

(
印
〉
須
江
隆
註
〈
3
〉
前
掲
「
唐
宋
期
に
お
け
る
洞
廟
の
廟
額
・
封
鋭
の
下

賜
に
つ
い
て
」
一

O
六
頁
参
照
。

(
日
)
『
要
録
』
品
位
五

O
「
紹
興
元
年
十
二
月
丁
卯
」
に
よ
れ
ば
、
張
淡
は

李
泳
廟
・
張
飛
廟
の
賜
践
を
濁
断
で
行
っ
た
後
に
事
後
了
承
で
済
ま
せ

て
い
る
。
ま
た
『
容
藤
周
囲
筆
』
巻
一

O
「
唐
落
銀
行
墨
教
」
に
も
関
連

の
記
事
が
あ
る
。

(
臼
)
『
威
淳
臨
安
士
山
』
巻
七
三
「
洞
紀
三
・
東
京
奮
洞
」
。

(
臼
〉
『
威
淳
臨
安
士
山
』
巻
一
三
「
宮
観
・
願
際
観
」
。
ま
た
吉
田
隆
英
「
雀

子
玉
と
雀
府
君
信
仰
」
『
集
刊
東
洋
皐
』
一
一
九
、
一
九
七
三
)
、
卿
希

泰
「
宋
高
宗
輿
道
教
」
(
『
宗
教
暴
研
究
』
一
九
九
八
|
一
己
。
高
橋
文

治
「
雀
府
君
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
田
中
謙
二
博
士
煩
蕎
記
念
中
園
古
典

戯
曲
論
集
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
一
〉
参
照
。
吉
田
氏
は
孝
宗
が
次
期

皇
帝
に
な
る
正
統
性
を
付
興
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
す
る
。

(
臼
)
『
宋
曾
要
』
「
雄
二

O
之
四
」
に
よ
る
と
、

建
炎
四
年
二
月
二
十
三
日
、
徳
音
、
藤
金
人
焚
焼
前
代
帯
王
及
五

獄
四
演
名
山
大
川
紳
洞
廟
字
、
仰
所
在
州
豚
、
移
那
係
省
銭
、
漸

次
修
葦
、
如
法
崇
奉
。
其
不
経
焚
焼
、
或
有
損
壊
去
庭
、
亦
仰
依

此
施
行
。

と
あ
り
、
園
家
に
よ
る
後
押
し
も
あ
っ
た
。

(
臼
)
『
宋
曾
要
』
「
艦
二

O
之
五
」

紹
興
二
十
二
年
十
一
月
二
十
五
日
・
:
:
上
日
、
:
:
・
奮
来
曾
有
塔

廟
、
陰
以
相
之
、
此
雄
出
於
小
説
、
恐
不
可
駿
。
従
其
請
。

『
要
録
』
倉
一
四
五
「
紹
興
十
二
年
五
月
丙
午
傑
」

- 35ー
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上
回
、
映
観
人
主
欲
消
除
棒
老
二
数
、
或
致
其
像
、
或
慶
其
徒
、

皆
不
適
中
、
往
往
而
織
、
今
不
放
度
牒
、
可
以
漸
消
、
而
吾
遁
勝

失。

(
m
w
〉
『
嘉
泰
央
輿
志
』
巻
四
「
山
」
、
『
威
淳
臨
安
士
山
』
巻
七
二
「
洞
柁

ニ
・
盤
恵
廟
」
な
ど
。
一
方
『
宋
曾
要
』
「
謹
二

O
之
一
四
」
で
は
、

紹
興
二
十
三
(
一
一
五
一
ニ
)
年
の
記
事
に
「
近
者
禁
止
淫
洞
、
不
篤
不

至
」
と
あ
る
。

(
伺
)
『
宋
史
』
巻
二
四
「
官
同
宗
本
紀
」
、
ま
た
『
景
定
建
康
士
山
』
な
ど
に

よ
れ
ば
、
高
宗
は
即
位
直
後
に
各
地
の
紳
脅
宮
を
元
の
名
前
に
戻
す
な

ど
明
確
に
路
線
第
更
し
て
い
る
。

(
的
)
『
宋
禽
要
』
「
雄
ニ

O
之
一
一
一
一
」
に
よ
れ
ば
、
同
じ
紹
興
十
六
年
に

東
奮
の
桓
湿
の
祭
犯
を
め
ぐ
っ
て
太
常
寺
の
責
任
が
追
及
さ
れ
る
事
件

も
あ
っ
た
。

(
均
)
『
成
都
文
類
』
巻
一
一
一
一
一
一
「
洞
廟
二
・
新
繁
豚
新
建
鐙
藤
廟
記
」
。

(
九
〉
『
治
祷
集
』
巻
九
「
論
廟
事
剖
子
」
。

(

η

)

斯
波
義
信
註
(

8

)

前
掲
書
、
第
四
章
第
二
節
「
宋
代
江
南
の
村
市
と

廟
市
」
。
ま
た
『
宋
代
江
南
経
済
史
の
研
究
』
〈
東
京
大
事
東
洋
文
化
研

究
所
研
究
報
告
、
一
九
八
八
)
、
三
五
三
頁
、
五

O
五
頁
な
ど
。

(
河
)
田
仲
一
成
註
(
9
〉
前
掲
論
文
、
二
六
頁
。

(
九
)
金
弁
徳
幸
註
(
日
)
前
掲
論
文
で
は
、
「
朝
獄
」
は
最
大
規
模
の
「
郷

社
」
た
る
東
獄
閣
の
秩
序
確
認
で
あ
る
と
す
る
が
、
演
且
同
敦
俊
註
(

4

)

前
掲
書
第
五
章
「
商
業
化
と
都
市
化
」
で
述
べ
る
経
済
的
側
面
も
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。

(
万
)
『
長
編
』
径
六

O
「
景
徳
二
年
六
月
壬
午
篠
」

監
察
御
史
臨
川
佳
憲
言
、
前
知
康
徳
軍
有
洞
山
廟
。
素
競
鐙
慮
、

遠
近
之
民
多
以
耕
牛
篤
献
。
自
僑
命
己
来
、
聴
郷
民
租
賃
、
毎
一

牛
放
輪
絹
一
匹
、
供
本
廟
明
日
。

ま
た
中
村
治
兵
衛
「
宋
代
康
徳
寧
澗
山
廟
の
牛
祭
に
つ
い
て

」

(『史

淵
』
一

O
九
、
一
九
七
二
)
、
日
野
関
三
郎
「
宋
代
の
長
生
牛
」
(
『
日

野
開
三
郎
東
洋
史
皐
論
集
』
一
一
一
一
、
一
九
九
三
、
原
載
『
東
洋
皐
報
』

三
二
1

三
、
一
九
五

O
)
参
照
。

(
刊
川
)
曾
我
部
静
雄
「
宋
代
の
質
屋
」
(
『
宋
代
政
経
史
の
研
究
』
吉
川
弘

文
館
、
一
九
七
四
〉
に
よ
れ
ば
、
寺
院
の
「
長
生
庫
」
は
民
間
の
資
本

家
が
集
ま
っ
て
合
資
曾
祉
の
如
き
も
の
を
つ
く
り
、
純
然
た
る
営
利
主

義
の
も
の
と
化
し
た
と
述
べ
、
洞
山
商
問
の
長
生
牛
も
同
様
の
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

(
竹
川
〉
『
慈
渓
賀
氏
自
抄
分
類
』
各
七
四
「
申
諸
司
乞
禁
社
曾
朕
」
。
中
村

治
兵
衛
註
(
万
)
前
掲
論
文
参
照
。
ま
た
津
田
瑞
穂
「
泰
山
呑
税
考
」

(
『
中
園
の
民
閲
信
仰
』
工
作
合
、
一
九
八
二
、
原
載
『
福
井
博
士
煩

露
記
念
東
洋
文
化
論
集
』
、
一
九
六
九
)
で
は
宋
代
の
泰
山
に
も
こ
れ

に
類
す
る
金
銭
の
徴
枚
が
あ
っ

た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

(
叩
同
〉
吉
田
隆
英
コ
一
郎
一
紳
孜
」
(
『
集
刊
東
洋
皐
』
一
一
一
一
一
一
、
一
九
七
五
)
、

T
-
ク
リ

1
7
ン
「
川
主
」
(
『
東
方
宗
数
』
八

0
・
八
て
一
九
九

二
、
九
三
)
。

(
乃
〉
『
濁
醒
雑
士
山
』
径
五
に
も
同
様
の
記
事
あ
り
。

(
加
)
註
(
必
)
前
掲
論
文
。

(
引
叫
)
『
遊
浦
筆
記
』
径
四
「
草
経
大
王
」
。
ま
た
津
田
瑞
穂
「
草
経
大
王

の
事
」
(
『
中
園
の
民
関
信
仰
』
工
作
合
、
一
九
八
二
、
原
誠
『
二
松

皐
合
大
皐
人
文
論
叢
』
一
七
、
一
九
八

O
)
参
照
。

(
回
)
田
仲
一
成
「
南
宋
一
崎
建
の
地
方
劇
に
つ
い
て
」

- 36ー
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報
』
二
二
、
一
九
七

O
)
参
照
。

〈
邸
〉
松
本
浩
一
註
(
M
〉
前
掲
論
文
。

(
倒
)
潰
島
敦
俊
註
(
4
〉
前
掲
書
、
第
三
章
第
二
節
「
亙
孫
|
|
シ
ャ

1
7

ン
と
紳
々
」
。

(
部
〉
『
名
公
書
剣
清
明
集
』
巻
一
四
「
懲
悪
門
・
計
蝿
勿
致
淫
洞
以
篤
姦

利」。

(
部
)
北
京
国
書
館
古
籍
珍
木
叢
刊
所
牧
の
元
刻
本
に
よ
る
。
四
庫
全
書
本

で
は
各
三
三
と
す
る
。

(
加
山
〉
須
江
隆
「
徐
優
王
廟
考
」
(
『
集
刊
東
洋
闇
宇
』
六
九
、
一
九
九
一
二
)

で
は
有
力
者
の
洞
廟
へ
の
介
入
に
つ
い
て
、
土
地
の
所
有
に
よ
る
経
済

的
基
盤
の
確
立
を
指
摘
す
る
。

(
m
m
)

『
八
理
案
金
石
補
正
』
巻
一
一
七
「
崇
徳
廟
財
鳥
庫
記
」
。

(
卸
)
斯
波
義
信
註
(
8
〉
前
掲
書
、
三
八
七
頁
。

(
卯
)
古
林
森
康
「
宋
代
の
工
匠
と
そ
の
組
織
」
(
『
東
方
皐
』
一
二
三
、
一

九
六
七
)
。

(
侃
)
宋
代
の
土
大
夫
の
商
業
な
ど
へ
の
投
資
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
た
こ

と
は
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
全
漢
昇
「
宋
代
官
吏
之
私
管
商
業
」

〈
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
七
|
二
、
一
九
一
一
一
六
〉
、
斯

波
義
信
「
商
業
経
管
の
性
格
|
|
幹
運
・
経
紀
を
中
心
に

|
l」
(
註

(

8

)

前
掲
書
所
枚
)
、
木
田
知
生
「
北
宋
時
代
の
洛
陽
と
土
人
達
|
|

開
封
と
の
封
立
の
な
か
で
|
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
一
一
一
八
|
一
、
一

九
七
九
)
、
柳
田
節
子
「
宋
代
官
僚
と
一
商
業
行
信
用
」
(
『
宋
元
社
曾
経
済

史
研
究
』
創
文
社
、
一
九
九
五
、
原
載
『
中
村
治
兵
衛
先
生
古
稀
記
念

東
洋
史
論
叢
』
万
水
書
房
、
一
九
八
六
)
な
ど
参
照
。

(
回
)
斯
波
氏
註
〈
沼
)
前
掲
書
及
び
、
同

2
3
p

。、
-
n
p
-
n
E
3
2
日・

で
は
湖
州
を
例
に
取
り
、
洞
廟
一
柳
の
古
さ
か
ら
定
住
開
始
の
時
期
を
判

断
す
る
。

(
回
〉
註
(
日
〉
前
掲
論
文
。

(
山
田
〉
『
賓
慶
四
明
志
』
巻
一
五
「
奉
化
豚
志
・
叙
洞
・
額
佑
洞
L

。

(
釘
〉
『
夷
堅
支
丁
』
巻
六
「
永
康
太
守
」
。

(
何
)
〈
O

回。
z
r
p

。hv
-
R
F
-
毘
y
白
白

N
1白
白
印
・

(
巾
む
『
玉
峰
志
』
巻
下
「
洞
廟
」
、
『
威
淳
毘
陵
士
山
』
巻
一
四
「
洞
廟
」
。

(
佃
m

)

『
北
渓
字
義
』
巻
下

朝
廷
雄
官
叉
無
識
庸
夫
、
多
輿
之
計
較
封
鋭
、
是
以
無
来
歴
者
皆

可
得
封
続
、
有
封
貌
者
皆
可
歳
歳
加
大
。

こ
こ
は
佐
藤
仁
誇
『
朱
子
皐
の
基
本
用
語
』
(
研
文
出
版
、
一
九
九

六
)
の
一
一
一
一
一
頁
を
参
照
し
た
。

〈
叩
)
賃
際
に
は
『
朱
子
語
類
』
の
な
か
で
朱
烹
が
淫
洞
で
あ
っ
て
も
救
額

の
あ
る
以
上
直
ち
に
破
致
し
な
い
方
針
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
道
息
糸
の

人
々
も
現
賓
の
行
政
に
際
し
て
は
妥
協
し
て
い
た
。
小
島
毅
「
正
岡
と

淫
洞
」
〈
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
一
四
、
一
九
九
一
)
及
び
「
牧

民
官
の
祈
り
|
|
輿
徳
秀
の
場
合
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
一

O
O
l
二
、

一
九
九
一
)
参
照
。

(
川
〉
「
巽
斎
文
集
』
巻
一
六
「
盤
佑
廟
記
」
。

〈川〉

E
E
Z
o
p

。、
-
R
H
J
司
-
H
O
A
H

(
川
〉
森
田
憲
司
「
文
昌
帯
君
の
成
立
」
(
梅
原
郁
編
『
中
園
近
世
の
都
市

と
文
化
』
京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
、
一
九
八
四
〉
で
は
四
川
出
身

の
官
僚
が
洞
廟
の
褒
展
に
貢
献
し
た
こ
と
を
論
じ
る
。
ま
た
吋

2
q

閉，

E
o
o
g
g
公
開

H
Zロ

回
目

g
a
巧
2
・n
z・
口
問
。
三
ぺ

u

河
内
向
お
芯
詰

RN
話、句。之内
H
U
官

設

叫

4VAH詰
a
m
S
H
R同

h
R苫
a
m
h
E
R
H
C
E
4
0円
臼
X

U『

O
同
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国
同
唱
曲
一
一
司
円
。
目
印

H
坦
坦

ω
・

(
川
)

『賓
退
稼
』
巻
八
所
載
の
城
陸
紳
と
そ
の
封
鋭
の
記
事
で
は
、
湖
北

や
四
川
の
域
限
一
刊
は
多
く
が
将
軍
放
や
、
由
来
が
不
明
で
あ
っ
た
り
し

て
、
掘
削
江
や
江
蘇
の
状
況
と
は
全
く
異
な
る
。

(
川
)
『
容
蔚
随
筆
』
巻
一

O
「
嘘
寺
失
職
」
。

(
川
〉
『
夷
竪
丙
士
山
』
巻
一
七
「
霊
験
異
人
L

。

建
炎
四
年
、
張
貌
公
在
局
、
方
秦
中
失
利
、
密
有
根
本
之
憂
、
陰

穂
子
関
州
骨
組
顛
廟
、
夢
紳
言
目
、
五
口
土
日
膚
受
王
爵
、
下
腹
世
家
、

故
吉
凶
成
敗
、
職
皆
主
掌
。
自
大
観
後
、
蒙
改
真
人
之
封
、
名
雄

清
崇
而
退
廃
散
地
、
其
於
人
開
高
事
、
禾
嘗
過
市
問
鷲
。
血
食
至

今
、
吾
方
自
慨
。
闘
家
大
計
、
何
庸
可
知
。
張
公
籍
而
歎
異
、
立

諸
子
朝
、
復
古
宙
封
爵
、
且
具
雄
祭
告
。
自
是
盤
響
如
初
、
俗
謂
二

郎
者
是
也
。

ま
た
『
朱
子
語
類
』
巻
三

「
鬼
神
」
に
も
同
様
の
記
事
あ
り
。

(
山
)
『
慈
渓
賀
氏
日
抄
分
類
』
巻
七
四
「
申
諸
司
乞
禁
祉
曾
扶
」。

(
川
)
同
巻
七
四
「
以
申
尚
書
省
乞
禁
本
軍
再
行
牛
祭
事
」
。

(

川

)

(
川
)

(

川

)

註
(
M
m
)

参
照
o

H
占
俗
ロ
臼
O
ロ
・
。
、
・
円
札
hT

J

の
『

ω-u
f
w『
ム

『
夷
竪
丁士山
』
巻

一
五

「新
康
祐
王
」

都
武
軍
北
大
乾
山
庚
結
王
廟
、
孜
聞
記
、
乃
唐
末
欧
陽
使
君
之

一問。

距
豚
二
十
豆
、
封
路
立
屋
敷
極
、
以
館
澗
客
。
有
王
道
入
者

居
其
芳
、
抑
的
酒
掃
事
、
頗
謹
撲
懲
直
。
乾
道
四
年
秋
、
夢
車
騎
浦

野
、加担
儀
輿
蓋
如
迎
方
伯
達
率
而
叉
過
之
、
皆
自
廟
中
出
。
趨
問

何
所
往
、
一
吏
日
、
遠
接
新
慶
一
蹴
王
。
日
、
敢
問
王
何
人
。
今
居

何
地
。
目
、
在
浦
城
豚
、
故
臨
江
丞
陳
公
也
。
園
児
而
記
其
語
。
明

日
、
径
走
其
庭
詞
訪
之
、
果
有
陳
丞
、
以
準
士
登
第
、
卒
生
康

正
、
震
郷
里
所
得
、
死
方
五
日
。
道
人
験
夢
可
信
、
喜
而
錦
、
輸

以
告
人
、
今
猶
庭
洞
側
。

(
川
)
ス
キ
ナ
l
註
(
7
〉
前
掲
書
。
斯
波
義
信
註
(

η

)

前
掲
書
、
と
く
に
序

章。

同
氏

「祉
曾
と
経
済
の
環
境
」

(『
民
族
の
世
界
史
5
漢
民
族
と

中
園
祉
曾
』

山
川
出
版
社
、

一
九
八
三
)
、
本
田
治
註
ハ
日
)
前
掲
論
文
。
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THE DEVELOPMENT OF TEMPLE CULTS AND SONG

ＳＯＣＩＥＴＹ：THE APPEARANCE OF TEMPLES AS CORE

　　　　　　　　

REGIONAL INSTITUTIONS

MiZUKOSHI Tomo

　　

Given the increasing body of historical material that provides an

accurate picture of regional society and the fact that the temple cults that

exist today were born in Song timｅｓ.Song temple cults 祠廟信仰have

become an object of study that is particularly important within the study of

popular

　

religion

　

in

　

Chinese

　

history.

　

This

　

article

　

relies

　

on

　

earlier

arguments regarding the relationship of local elites and temples 祠廟and

title-granting賜額・賜胱ｐ０１１ｃｉｅｓto underscore the following two obser-

vations.

　　

Firstly, I have considered the problem from ａ political point of view.

When the records that remain in the Ｓｏｎｇ　ｈｕiｙａｏ宋會要and the

statistical data are carefully analyzed regarding shifts in title-granting

policies, it becomes certain that fluctuations from Northern-Song to early

Southern-Song times were linked to the circumstances political forces at the

center, and were not simply random occurrences accompanying ａ decline in

authority, nor were they based on the distinctions made between official正

祠and illicit cults 淫祠One can see, in particular, ａ tendency toward

“the liberalization of the register of sacrifices 祀典”emanating from the

center and moving outward.　One can also grasp the process of the shift in

leadership following the political tumult of the period of Gaozong高宗.

　　

Secondly, regarding the relationship between the cults and regional

society, I have analyzed the large role played by the temples in regional

commerce and the economy through further consideration of the shift in

leadership of temple management to regional society, which clearly occurred

in the period of the Southern-Song. In this manner, the reality of the

participation of the local elite in the active operation of the temples

and the contribution of spirit mediums, who actually lived in the　tｅmples

and practiced their religion there, have been highlighted. l have made

clear that the temples functioned not only as political or ideological centers

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－



but also as regional economic centers｡

　　

As ａ result of these considerations, the circumstance of the Song temple

cults can be summarized as follows. The strict control of the granting of

titles slipped from the hands of central authority, and miracles were

ｅ°phasized

　

over

　

the hierarchy　of the　registry　of　sacrifices, with　the

awarding of titles became ａ means of validating them. But, given

the increasing economic importance of the temples, regions that hosted

powerful deities gained an opportunity to form ｉｎ日uential market areas.

It may be assumed that, in conjunction with the activities of merchants,

networks of main and subsidiary temples were formed and that ａ cycle was

established that began with a miracle, followed by the granting of ａ title,

and then attracting the populace. It appears that in this fashion that

temples truly became core institutions in regional society.

ARGUMENTS OVER THE DISPATCH OF CONSULS IN

　　

THE LATE QING：FOCUSING ON THE DECADES

　　　　　　　　　　

OF THE 1860SAND ７０Ｓ

Hakoda Keiko

　　

The dispatch of consuls by the Qing government, which had practiced

ａ policy of qimin 棄民(abandoning the interests of its nationals overseas),

has been stressed as one link in the total Qing response to modern

international society.　However, previous studies havｅ　'ｗorked from the

premise of“ａ modern consular system”， designed to protect its own citizens

within the framework of international law, and have ignored the character

of the consular system that the character and authority of consuls had varied

with the individual circumstances of the related nations.　　In reality,

Western consuls in China were regarded by the Qing not only as protectors

of their nationals engaged in commerce but also as managers or controllers

of them, and it was understood that the rights of juridical authority and
of

mooring warships ゛el‘ｅassociated with their character as managers
or

controllers.

　　

In the Qing, the firstconcrete proposal to dispatch consuls arose in
the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－2－


